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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１２名であります。

定足数に達しておりますので、これから平成

２７年第１回美幌町議会定例会第１４日目の

会議を開きます。

――――――――――――――――――――

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、１３番大原昇さん、１番新鞍峯

雄さんを指名します。

――――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので、御了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

――――――――――――――――――――

◎日程第２ 議案第１２号から

議案第４２号まで

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 議案第１

２号美幌町自治基本条例の一部を改正する条

例制定についてから議案第４２号平成２７年

度美幌町病院事業会計予算についてまでの３

１件を議題といたします。

昨日に引き続き、質疑を行います。

議案第２６号美幌町指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定

について、質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第２６号の質疑を終わりま

す。

議案第２７号美幌町指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の制定につい

て、質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第２７号の質疑を終わりま

す。

議案第２８号美幌町地域包括支援センター

の職員及び運営に関する基準を定める条例の

制定について、質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第２８号の質疑を終わりま

す。

議案第２９号美幌町営土地改良事業分担金

徴収条例の一部を改正する条例制定につい

て、質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第２９号の質疑を終わりま

す。

議案第３０号美幌町営住宅管理条例の一部

を改正する条例制定について、質疑を許しま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。
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これで、議案第３０号の質疑を終わりま

す。

議案第３１号地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて、質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第３１号の質疑を終わりま

す。

議案第３２号美幌町教育委員会教育長の勤

務条件及び服務に関する条例の制定につい

て、質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第３２号の質疑を終わりま

す。

議案第３３号指定管理者の指定について、

質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第３３号の質疑を終わりま

す。

議案第３４号指定管理者の指定について、

質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第３４号の質疑を終わりま

す。

議案第３５号平成２７年度美幌町一般会計

予算についての質疑を許します。

事項別明細書の款ごとに進めたいと思いま

す。

なお、予算書の第２表、債務負担行為及び

第３表、地方債に対し質疑する場合は、それ

に対応する事項別明細書の款の中で質疑をお

願いします。

まず、歳出から。

１款議会費、７４ページから７５ページま

での質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議会費の質疑を終わります。

次に、２款総務費、７６ページから１０３

ページまでの質疑を許します。

総務費のうち、戸籍住民基本台帳費は民生

費のところで、地籍調査費は土木費のところ

で質疑を行います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） ７７ページの人事管

理事務の説明の中で、法令遵守の審査会の審

査委員と相談員を配置してこれらの準備に取

りかかるという御説明を受けましたけれど

も、委員並びに相談員について、どういう経

歴の方を町のほうで委嘱しようとしているの

か、その１点についてだけ御質問したいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 上杉議員の御質

問にお答えいたします。

法令遵守相談調査員と審査会委員の関係で

ございますが、委員につきましては、行政経

験者、それから、司法書士等の関係の方とい

う考えでございますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） １点だけ。

相談調査員については、どういう経歴の方

を想定されていらっしゃいますか。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 相談調査員につ

きましても、審査会委員の中から選任したい

というふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） ８１ページの広聴

事業のことなのですけれども、新年度予算で

今回新たに出てきている事業だと思います。
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新規事業として掲載されているようなのです

けれども、具体的な活動は講演会活動という

説明があったかなと思っているのですけれど

も、例えば、どういう目的で、どういう活動

をされて、どういう講演内容かということが

わかりましたら、お知らせいただきたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 坂田議員

の御質問でございますけれども、人権啓発活

動に関係する講演ということで、講師の方に

ついてはまだ選考中ではございますけれど

も、人権啓発に絡んだ講演の予定ということ

でございまして、具体的な内容、人選等はま

だこれからということでございます。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 人選、内容につい

てはこれから検討するということなのですけ

れども、これは１回で終わりなのでしょう

か。今年度については何回行う予定なのか、

今後もこういった活動を続けていくのかどう

か、お答えいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 今回の人

権啓発に関係します講演会は、ことし、道の

ほうから委託事業として受ける関係の事業で

ございまして、ことし限りの事業ということ

で考えております。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） ９１ページの一番

上段の地域集会施設整備補助金はどのような

使い道にしていくのかだけ、中身を教えてい

ただければと思います。

○議長（古舘繁夫君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） こちらで

計上しています予算につきましては、地域自

治会で持っております集会施設の大きな修繕

ですとか、そうしたことに対して、随時的な

修繕の要望がありましたら、そうした部分に

ついての対応を考えております。こちらの部

分についての具体的な要望というものはまだ

受けておりませんけれども、そうした部分に

対応できるような予算でございます。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） 以前ありました

が、例えば、町営で持っているような集会施

設ではなくて、地域の住民たちが個人で支え

ている施設の光熱水費の中にもこれは入って

いないということで捉えていいのでしょう

か。

○議長（古舘繁夫君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 御質問の

地域集会施設整備の補助金につきましては、

そちらの助成は入っておりません。これは、

また別な予算として計上させていただいてお

ります。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） ９３ページの真ん

中辺の防災士研修講座負担金の１２万２,０

００円の計上なのですが、この内容と、現

在、防災士と呼ばれる方は何名いらっしゃる

のか、１回目、それを聞かせてください。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 宗像議員の御質

問にお答えいたします。

防災士の関係でございますが、防災士につ

きましては、平成２５年度から職員で資格を

取得して、毎年２名ずつの取得をしていると

ころでございます。現在、防災士の資格を取

得している職員につきましては、４名という

ことでございまして、２７年度につきまして

も２名の資格の取得を考えているところでご

ざいます。

研修の中身でございますが、一般的に広い

内容でございますが、災害対応ですとか、そ

ういうようなことを含めて研修を行っている

ところでございます。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） 防災士というの

は、今、平成２５年度からの資格取得とお伺

いしたのですが、私が消防関係に携わったの
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はもうはるか何年も前の話で、そのときに、

私が勉強して、我が町にも防災士が必要だと

の意見を述べたことがあるのですが、今ごろ

になったのは非常に残念で、ましてや、２５

年度からということですから、そう何人もい

ないでしょう。

しかし、今、御答弁がありましたように、

浅い内容ではないのです。防災士の方は、

「士」がつくのですから、町民の皆様に、い

ろいろなことを教えることができるし、いろ

いろなアドバイスもできるし、そういうため

に防災士が必要だということで、もう１０年

以上も前から必要と提言されているのです。

何で今ごろこんな状態でいるのか、後の祭り

なのですが、今後、やはり、防災士と言われ

る方をふやして、きちんと研修をしていく

と、町民の皆さんの安心につながるので、こ

れをもうちょっと積極的に進めるべきと思い

ますが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 防災士の関係で

ございますが、平成２４年度に防災計画を見

直しております。計画の見直しにあわせまし

て、防災体制の整備、強化ということで職員

の防災士資格の取得を目指しているところで

ございます。現在取得しているのは４名でご

ざいますが、役場職員で広くそういう資格を

取得していただいて、役場全体で町民の安

全・安心につなげるような体制に努めていき

たいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） わかりました。

遅いと言われても、始めたのですから、役

場の職員だけではなくて、町の予算の中でき

ちんと手当てして、各自治体の皆様の中か

ら、防災士の講習を受けてみませんか、きち

んと資格をお持ちになったらいかがでしょう

かということを広めていくべきかなと私は思

います。

ただ、今、予算を拝見しますと、４名ぐら

いで１２万２,０００円です。中身はどうい

うことにお金がかかるのかわかりませんけれ

ども、やはり、万全とはいかなくても、計画

的に、私も防災士です、自治会の皆さん、我

が自治会の中に防災士が１人おりますので、

たまには私の言葉も聞いてくださいなんてこ

とが常日ごろ行われていれば、防災意識が

もっともっと高まって、何月何日はこういう

日なので御協力をなどということも、そし

て、わずかな人間しか出てこないというより

も、こういうことが資格を持っているのと

持っていないのとの違いですので、もう

ちょっと積極的に行われたらいいと思いま

す。

美幌町で進めている安心・安全の町づくり

ということを大きな声で言っている割には、

防災士の養成をするべしということは、既に

十数年前から言われていて、私が広域事務組

合にいたときからの話ですから、はるかとっ

くに済んでいる話なのですけれども、今から

でも遅くないので、しっかりと取り組んでい

くべきと考えますが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 今、宗像議員か

ら御意見をいただきました。これらについて

は、さらにもっと積極的に幅広く進めて、啓

蒙、啓発、そして、町民を挙げて防災に万全

を期してまいりたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） ８１ページの広報

事業の中の真ん中ぐらいで、ホームページリ

ニューアル委託料の部分について、再確認と

いうことでお伺いしたいと思います。

ホームページを障害者の方たちも見やすく

するために、カテゴリーにバリアフリー化を

していただけるかどうか、確認です。よろし

くお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） ホームページリ

ニューアル委託料の内容の関係でございます
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が、中嶋議員御質問のバリアフリーの関係で

ございますが、北海道警察、それから、安平

町のホームページを確認させていただきまし

た。その中で、今後、どういうような形で美

幌町に取り入れることができるのかというこ

とも含めまして検討してみたいというふうに

は考えておりますが、細かな内容について

は、今後考えていきたいというふうに考えて

おります。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） ぜひ、検討をよろ

しくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） ２款１項１目の７

９ページの下から何行かにまたがってお聞き

したいのですが、公文書管理事業です。次の

ページにつながっていますが、行政文書管理

専門職研修受講負担金というのが今回も上

がっています。平成２６年度も、研修して、

専門職を育てているものだと思うところなの

です。

それで、例えば、同じ人物がまた研修に行

くのか、新しい人が行くのか、仮に新しい人

が行くのなら、前年に文書管理ができる人を

育ててあるのに、役所の庁舎内でどういう活

用を目的として研修を受けさせたのか。そう

いうことをお聞かせ願いたいと存じます。私

からは、この１点です。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 公文書管理の中

の行政文書管理専門研修のことでございます

が、昨年も１名が研修を受けておりまして、

現在、この研修を受けている職員は２名いま

す。

それで、今年度から、ファイリングシステ

ムの導入ということで、モデルブロックとし

て総務部から始めさせていただきまして、今

後、全庁的にファイリングシステムを導入し

て公文書管理をしていくというふうに考えて

おりますので、特定の職員が研修を受けると

いうことではなくて、ほかの部署の職員につ

きましても、公文書管理の研修を受けていた

だいて、全庁的な体制で公文書管理に当たっ

ていきたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） これは、持論に

なってしまうので、いかがかなと思うのです

けれども、そのとおり、いろいろな部局で始

まるということはもちろん承知しておりま

す。せっかく研修費をかけて職員を育てたの

なら、いっとき、そういう職務に専念してい

ただくことだって可能ではないか。何回も何

回も、部局が違っても、同じ人物が経験を深

めることによって、余計、熟知度が上がっ

て、他の人を指導していけるのではないかと

いう思いがあるのです。

そういう意味では、各部に１名といって

も、しょせん、皆さんの場合は、何年かごと

に異動することだってあるのだなと思うとこ

ろがあるものですから、それだったら、いっ

そのこと、一遍に２名、３名、文書管理の部

門というか、担当を決めて、全庁的なファイ

リングの管理運営に当たらせたほうが効果的

ではないかというところだけ申し上げて、や

めておきます。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 公文書管理の関

係でございますが、現在、公文書管理を所管

しております総務グループ庶務担当の職員が

２名、この研修を受けているところでござい

ます。ファイリングシステム導入に当たりま

しては、この職員を中心に、職員の指導です

とかを含めてやっているところでございま

す。その指導に当たりましては、公文書管理

は基本的なことでございますので、ほかの部

署に移りましても、公文書管理の研修で学ん

だことを発揮して全庁的な形で公文書管理に

当たっていけるというふうに考えているとこ

ろでございますので、よろしくお願いいたし

ます。
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○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 今の御答弁は、私

がお聞きしていることを的確に答えていただ

いたなと、逆に私がきょとんとしているとこ

ろなのです。要するに、こういう研修したも

のを総務部なら総務部で固定するのではなく

て、例えば、建設部だとか経済部だとかいろ

いろありますけれども、まだしていないとこ

ろにそういう意味の専門ということで配置す

ることによって、後継者は育てていかないと

いけないとは思っていますが、費用という意

味の、何回も何回も大きなお金が動かない

と。こういうふうにいい答弁をいただきまし

たので、そのとおりやっていただきたいなと

存じます。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） 吉住議員から御指

摘をいただいている点でありますけれども、

１人の者あるいは２人の者が全庁的に見渡し

ていく体制ということで御指摘いただいてい

ると思います。確かに、おっしゃることもよ

くわかるわけでありますが、ファイリングシ

ステムの取り組みというのは、浸透させるの

にかなりのエネルギーを要するものでもござ

います。

したがいまして、各部署、部署でファイリ

ングを今モデル的に行っておりますが、新し

く取り組みをするところについては、四六時

中、どうやっているかというところで一人一

人に目を行き届かせていかないと、大きく言

うと、書類を一つにまとめるという作業にな

りまして、その意識を変えていくということ

で、私どもも、ファイリングシステムの取り

組みを意識改革に結びつけていかなければな

らない、住民サービスの向上に結びつけてい

かなければならないという思いでやっており

ますので、完璧に近い状況でスタートさせて

いきたいと思っております。

そういう中で、多くのファイリングシステ

ムに精通した者を育成して、軌道に乗せたい

ということで取り組んでおりますので、当初

の間は費用がかかるわけでありますが、将来

において、その取り組みがよかったというよ

うな形を何とか残していきたいと思いますの

で、御理解をいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） １項目質問させて

いただきます。

８５ページの町史制作の業務委託料です。

これは、一定の説明をいただきましたけれど

も、１００年後に３０年をプラスして委託し

てつくりたいということなのですけれども、

町の歴史としては、やはり、しっかりとした

ものを後世に伝えていくためにそういうもの

の作成は必要だと思っています。ただ、いつ

も残念だと思うのは、そういうものも必要で

すけれども、かた苦しい本というのは、いつ

も読まれるということでは余りないので、例

えば、子供向けというか、子供が町の歴史を

知れるような百年史のようなものをつくられ

ているのか、その辺をお聞かせください。

○議長（古舘繁夫君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 御質問の

中身ですが、子供向けあるいはダイジェスト

版のような読みやすいものというお尋ねでご

ざいますけれども、こちらはまだそういう部

分は考えておりません。町史の追補版という

ことでございますので、中身については、従

前の編さんスタイルを踏襲したものを考えて

おります。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） これは、平成２９

年に１３０年を迎えるということなのですけ

れども、１年で終わることなのか、それと

も、来年もまた別なことを考えているのかと

いうことと、本州のほうの町では何百年とい

う古い歴史がありますけれども、美幌ではこ

の１３０年の間に先人がどういうことをして

くれたということで、実際にわかりやすい昔

の写真とかを子供の目に触れるような状態に

しておくのも大切かなと思います。ですか
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ら、１年限りの事業なのか、それとも、１３

０年に向けて今後何か考えていくのか、今言

えないこともあるかもしれませんけれども、

その辺もお知らせください。

○議長（古舘繁夫君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 町史編さ

んの事業につきましては、平成２９年度の発

行を予定しておりまして、２６年度から４年

間にわたって、資料収集、調査あるいは原稿

執筆が続きますので、来年度以降につきまし

ても、２９年度の発行に向けて作業を続けて

いくことになります。

あとは、子供向けにわかりやすい中身とい

うことでございますが、今現在、そうした部

分の検討はまだしておりませんけれども、御

意見として賜っておきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 今後のことですの

で、しつこくは言いませんけれども、やは

り、ある程度のお金をかけてやるものですか

ら、手にとられやすい状態にしておくのも必

要かなというふうに思います。広く皆さんの

目に触れるようなものにしていただきたいな

と思います。

○議長（古舘繁夫君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 岡本議員

からお受けしました部分を、こちらのほうで

も大切に考えさせていただきたいと思ってお

ります。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） ９４ページの徴税費

にかかわって、１点だけ質問いたします。

既に、一般質問や疑問点整理の中でも細部

のお話はさせていただきました。結論的に申

し上げたいと思うのですが、滞納の整理とい

うのは、相当、力を入れなければ実効が上が

らないというのは、担当者の立場に立てばそ

うなのだろうというふうに思います。ストレ

スも相当あるというふうに思いますが、同時

に、これは、通常は預金口座の差し押さえを

最も基本とされるというように思いますが、

その差し押さえに当たって、従来の判例が大

きく今は変わってきているという点で、変

わった判例に沿って、我が町も、美幌町の滞

納整理の事務処理方針を変えていかざるを得

ない段階に来ているのではないかというよう

に思います。

すなわち、平成１０年２月１０日の最高裁

判例は少し荒過ぎて、差し押さえ禁止財産が

預金口座に振り込まれた瞬間にその属性を失

うということで、全額を押さえても問題はな

いという現場の条件になっているわけです。

それに対して、平成２５年１１月２７日の

高等裁判所の判決が確定しておりまして、負

けた鳥取県では、直ちに知事が、最高裁に上

告しないで、県の徴収マニュアルを大きく変

えている、そして国もそれを追認していると

いう状況です。あえて法律は変えないけれど

も、追認するという状況になっていて、やは

り、美幌町においてもそれをやらざるを得な

い状況ではないかというふうに思います。

そこで、預金口座の差し押さえに当たって

は、一般財産管理口座をしっかりと認定する

と。１カ月でおおむね４回以上の入出金を繰

り返す預金口座については生活口座として認

定するだとか、あるいは、取引履歴の聞き取

りをちゃんと行って、生活のための口座とし

てどうなのかと。それから、差し押さえ禁止

債権の除外だとか、その部分については控除

するという規定だとか、差し押さえ額が多く

なる、あるいは間違って差し押さえたという

場合については解除や取り消しを行うと。あ

るいは、疑わしい案件については、担当者の

判断にしないで、持ち帰って、役場の中で集

団で検討するというような幾つかの特徴がご

ざいます。

これは、一般質問が終わった段階で、町

長、副町長には、その部分についてだけはお

渡ししているわけですが、そういう規定にす

れば、誰が行ってもきちんとした対応ができ

るというように思うのですが、そういう検討

は現段階まではされていないということはわ

かりましたので、事後においてぜひ整えてい
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ただければと思うのですが、いかがでしょう

か。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） ただいまの御質疑

の点については、一般質問のほうでも御指摘

をいただいたところであります。そのときに

も申し上げたと思いますけれども、課税をし

て納税するという一定のルールがございま

す。これは、あくまでも自主的に納めていた

だくということが前提となっていろいろな

ルールが定められております。その中で、多

くの方々に納税いただいて町政が運営されて

いるわけでありますが、大江議員が御指摘の

ように、私どもも、今回指摘があった点につ

いては、やりたくてやっているわけでは決し

てありません。最終的にとらざるを得ない、

やむにやまれぬ措置ということで、我々も、

ごく一部の方の例で行っているところです。

実は、その前に何度も、別な形で、納税の道

を開き、自主納付の特例を含めてやっている

ところでございます。しかしながら、こうい

うことにせざるを得ない措置に至るケースが

間々あるというか、もちろん、そんなに多く

はございませんが、ごく一部あるということ

でやっているわけであります。

その中で、私どもが一番心がけないとなら

ないのは、大江議員から御指摘があったよう

に、生活権を奪うだとか、あるいは憲法に触

れるだとか、生命、財産にかかわる、財産は

ちょっと別ですけれども、そういう基本的に

生活権を奪うような措置というのは、これま

た法では期待しているわけではありません

し、私どもは、そのことが大丈夫かどうかを

含めて、強硬な手段をとらざるを得ない部分

があるということで御理解をいただきたいと

思います。

今、いろいろと御指摘があった点も、今後

の納税業務の中で、多くの納税者の皆さんに

御心配をかけないような措置というか、マ

ニュアルづくり、確認づくり、点検づくり、

このことをしっかりと行っていきたいと思い

ます。また、だからといって、多くの方が納

められている収納に少しでも沿うように、私

どもは、その方の能力に応じて課税している

わけでありまして、そして納付もしていただ

いておりますので、その点もしっかりと緩む

ことのないように両面で当たってまいりたい

と思いますので、どうか御理解を賜りたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 基本的に、今後の事

務処理の中で検討されるものというふうに伺

いました。

深く立ち入ることはいたしませんが、差し

押さえることが家族の生活にどのような影響

を与えるかを検討した上で差し押さえない

と、国家賠償法上、違法となるという判断が

下された状況なので、誰がやっても同じ基準

でやるのだということで、最低の基準をつ

くっていただければというように思って期待

しております。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 一般質問を含めて、

今回、いろいろ御指摘いただいております。

徴税職員は、国税徴収法に基づいて税の徴収

を行っているということであります。そんな

中で、大変苦労しながらやっているというこ

とで、最終手段が強制執行の一部である差し

押さえであったりというようなことだろうと

思います。いずれにしろ、法律をよく知る、

そして、判例であるとか時代の流れをしっか

り読むということは、税ばかりではなくて、

ほかの部局にもかかわることでありますか

ら、法律の改正であるとか判例などをしっか

りと受けとめながら、対応を間違えないよう

に今後も進めてまいりたい、そのように思っ

ております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） ８５ページの町史制

作に関してですけれども、平成２９年に１３

０年を迎える関係で、今、町史の編さんを進

めているわけでありますけれども、まだ２年

ございますけれども、何かイベントのような

ものを考えておられるかどうかということを
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お聞きしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 現在、そ

うした部分についてはまだ検討しておりませ

ん。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） まだ検討していない

ということでありますけれども、まちおこし

のためにも、ぜひ何かやったらいいのではな

いかと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 平成２７年度の

予算に計上しておりますのは、あくまでも町

史制作ということでの経費でありますので、

町史に関しての特別なイベントというものは

ございません。先ほども答弁いたしました

が、関係各位にお配りをして見ていただくと

いうものでございます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑される方

はいらっしゃいますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、総務費につ

いての質疑を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開を、１１時といたします。

午前１０時４７分 休憩

────────────────

午前１０時５９分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

質疑を続けます。

次に、３款民生費、１０４ページから１２

５ページまでの質疑を許します。

総務費、９６ページから９７ページの戸籍

住民基本台帳を含めて行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、民生費につ

いての質疑を終わります。

次に、４款衛生費、１２６ページから１３

７ページまでの質疑を許します。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君） １２９ページの母

子保健事業の中の乳児健康診査委託料のこと

なのですけれども、健康診査委託料というの

は、多分、１カ月健診、６カ月健診かなと

思ってはいます。その中で、確かに１カ月健

診はあるのですけれども、１カ月までの間、

例えば２週間、３週間というところで、子育

ての経験がないお母さんたちにとっては、子

育てに非常に悩んでいるというか、日常、生

まれた子供をどう育てられるかというところ

ですごく不安な状況になってくるというのが

産後２週間からと言われています。

そういう中では、精神状態が大変で、パ

ニック状態になると言われておりますので、

例えば、乳児健診の１カ月健診の前に、２週

間とか３週間がたったころに、来てもらえる

方は来てもらってもよろしいのでしょうが、

家庭訪問でやれる方法はないかなという思い

があって、今回、質問させていただきました

が、今後、こういうことが可能なのかどうな

のか、お聞かせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 健康推進主幹。

○健康推進主幹（佐藤和恵君） ただいま御

質問をいただきましたのは乳児健康診査委託

料のお話だと思いますけれども、こちらは４

カ月と１０カ月の健診になります。これは、

それより以前に相談の機会はないだろうかと

いうようなお尋ねだと思うのですけれども、

生まれてすぐに、新生児訪問ということで、

保健師がそれぞれのお宅を訪問して子育ての

御相談をお受けしたりというような機会を必

ず設けて、ほぼ全ての新しく生まれたお子さ

んの御家庭にはお伺いしておりますので、そ

ういう機会で御相談を受けます。このほかに

も、引き続き継続して支援ということになっ

てございますので、その中で保健師がお伺い

するというようなことで考えてございます。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 数年前から、乳児

健診というか、小さい子の健診のために歩い
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ているようです。ただ、一番悩む時期という

か、どうして泣くかわからない、どうやって

おっぱいを飲ませていいかわからないという

ことも含めて、やはり、相談する人がいない

ということで、精神状態が相当混乱している

ということがあります。

例えば、今までは、何カ月たってから行か

れているのかわからないのですけれども、出

生率も非常に下がっているということで、で

きれば２週間、３週間の大変な時期に相談を

受けてくれる人がいるという意味では、お母

さんの気持ちも相当楽になるのではないかな

と。ということは、安心して美幌で赤ちゃん

を産めるということもあると思うので、もう

少し小さいときからの家庭訪問ということ

は、ぜひ取り組んでいただきたいなと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 保健師の活動支

援につきましては、いつでも相談を受けられ

るように、体制の拡充を進めてまいりたいと

思っておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑のある

方。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） １２７ページの乳幼

児医療費にかかわって、１点だけお聞きいた

します。

代表質問では、町に対して、ぜひ中学校卒

業までということで申し上げたのですが、そ

の際の答弁の中で、美幌町としては、国など

に対して働きかけていくのだということは

もっともなことだというふうに思います。

そこで、その点で改めてお聞きしたいので

すが、中学校卒業までの入・通院の医療費無

料化は、全国で実に６７％が実施されている

という状況のようです。一部も含めますが、

３分の２を超える市町村が既に中学校卒業ま

での医療費無料化の実施をしていて、それに

対して、北海道が若干、多くは市町村が負担

するという状況になっているわけです。

人口減少社会をどうやって食いとめるのか

という点で、私も、従来から、なぜ国は乳幼

児あるいは子供の医療費無料化に全然手を打

たないのかというふうに思っておりました。

町長の御答弁は、国に対して働きかけるよと

いうことでした。そういう意味では、美幌町

はもとよりなのですが、既に実施している市

町村とも連携して、強引に、国は何もしてい

ないじゃないかということで、国の制度にす

るように迫るべきだというふうに思うのです

が、今までの取り組み、今後の御決意もその

点ではぜひお示しいただければと思います。

たしか、３,０００億円か、もう少しでで

きるのではないかという情報もあるものです

から、頑張りどころではないかというように

思います。美幌町でどうするかということと

あわせて働きかけていただけるのか、その辺

の方向性については聞いていなかったもので

すから、この際、聞かせていただければと思

います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 中学校卒業まで医療

費無料化ということでありますけれども、こ

れは、北海道の福祉医療の中で、まず、美幌

町としては、上乗せ、横出しというような形

でやっているという答弁を一般質問のときに

させていただきました。

なぜ国にそういう要望を上げるのかという

ことは、一つは、財政格差が医療格差になっ

てはいけない、特に子供の部分について、財

政格差が医療格差になるのは果たしてどうな

のかということと、子ども・子育て支援新制

度ができてきた中で、国としてしっかりとし

た取り組みが必要ではないか、国ばかりでは

なくて、道、町と一体となって取り組む必要

があるということで、今、ちょっと手元にな

いのですけれども、活性化期成会でその話が

出ていたかどうかは記憶にありませんが、そ

ういうところを通じたり、町村会では全道規

模で研究会がありますので、そういうところ

を通じたりして、地方からしっかり声を上げ

ていきたいという思いであります。
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これは、現実的に格差があるということは

はっきりしております。私も、議会事務局に

いたころ、東京都日の出町に議員の皆さんと

一緒に行った記憶がありますけれども、そこ

は、早くから中学校卒業まで医療費無料化と

いうことをやっておりました。それは、財政

基盤がしっかりしていまして、広域のごみ処

理場があって、手厚い国の支援があってとい

うことでした。

そのときに、私は、財政格差が医療格差に

つながらなければいいのだろうという思い

で、国、道に対して要望したいという覚悟で

お話をさせていただきましたので、片一方で

そういう声を上げながら、上乗せ、横出しを

どうするかについては、財政状況を含めて、

あるいは、地域の声を聞きながら取り組まな

ければいけないと思っています。一気にでき

るかどうかについては、今、確証がございま

せんけれども、住民の皆さんのためになるこ

とを引き続きやっていきたいと、そのように

考えております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑される

方。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） １２７ページ、４

款１項１目の中の１節であります。この中の

医療従事者就業支援補助金で、ことしは６９

０万円を上げたいということです。問題点整

理の中でもお聞きしているところであります

が、まず、行政が思っている医療従事者は一

体どこまでのことを思っていらっしゃるのか

というのが１点であります。

次に、２点目は、私の記憶違いであれば端

的に御指摘いただければいいのですが、この

制度は、ある意味で、引っ越し代、その後３

年間の給料補塡をするみたいな制度で、つか

みで、引っ越し代を入れて１人当たり３年間

で１００万円お上げしようという内容と私は

受けとめているところでありますけれども、

こんなことをいつまでなさるのかということ

で、この条例の根本である時限にされたらい

かがかということです。

次に、３点目であります。これは、もとも

と国保病院の従事者のためにあったものが民

間にも広がったのではないかと思うところで

す。そこで、思い切って、衛生費の中の管轄

ではなくて、国保の扱いにしたらいいのでは

ないかと思っているところであります。

この３点についてお聞かせ願いたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 一つ目の対象者

ということでございますけれども、医療従事

者でございます。看護師、准看護師、理学療

法士等、それぞれございます。それで、この

中には含まれておりませんけれども、いろい

ろ御指摘のある歯科医師、歯科衛生士につい

ても医療従事者の範囲と捉えております。

ただ、この補助制度の中にはその部分につ

いては含まれていないという実態がございま

す。それにつきましては、今現在あるものの

対象職種の拡大ということは、やはり多額の

財政負担が生じるというようなことがござい

ますので、他の業種等も絡めまして、今やっ

ている事業の実績を検証した中で、今後、補

助のあり方を検討していきたいということで

ございます。

それから、時期はいつまでかということで

ございますけれども、１回目の答弁でも申し

上げましたけれども、今やっている補助事業

は平成２８年度がピークになろうかなという

ふうに考えております。その結果を見て、制

度の改正について検討したいなというふうに

考えております。

それから、３番目の国保病院のためにとい

うことでございますけれども、医療機関は美

幌町内にもございますので、今現在、この補

助制度については、町内の医療機関を対象に

ということです。この部分については、今の

ところ、国保病院に絞ってということについ

ては検討しておりません。今後、医療機関と

の話し合いの中で、どういう制度になってく

るか、今後の話になろうかというふうに考え

ております。
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○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 意地の悪い質疑

だったなと反省しています。

要は、いろいろな形で検証してみてくださ

い。というのも、対象者にしても、平成２８

年度の話です。２８年度は、２７年度を飛び

越えて、軽く１,０００万円を超えるのでは

ないかと漏れ聞こえるところもございます。

そうしたら、根本的に、どこまでやっていく

のだとか、対象者についても、きっちりした

ものをしっかり持たれることが肝要かなと。

これは、正直に言って、全町的に守っていく

のが趣旨だということは十分に知っておりま

すが、世の中にはやきもちやきもいます。ね

たみ、やきもち、いろいろありますので、そ

ういうことを見たときに、行政の方々は、公

平さを十分に勘案してやっていただきたい

と。

終わります。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 他の業種とのバ

ランスをとりながら、この制度を実施してい

く中でいろいろと検討してまいりたいという

ふうに考えております。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） １３１ページの４

番の健康づくり事業で、今回、新規事業で子

育て世帯禁煙サポート補助金というものがあ

ります。その取り組み方の手順をお話しして

いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 健康推進主幹。

○健康推進主幹（佐藤和恵君） まず、この

禁煙の補助制度を使いたいという御意思を

持っていらっしゃる方につきましては、一番

最初に届け出をいただくということになって

います。そして、届け出をいただいた後、病

院にかかります。おおむね３カ月かかるとい

うふうに聞いております。それで、治療が終

わりましたら、実際に禁煙されたということ

を確認させていただいて、補助金の申請とい

うことになります。この間に、禁煙のサポー

トということで、保健師が面接やお電話等

で、できていますかというような内容で御支

援します。それで、実際に禁煙できた後につ

いても、面接をしたり、アンケートをとっ

て、お電話をしたりということで、禁煙が続

くように御支援をする予定になってございま

す。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 禁煙方法は、飲み

薬とパッチの両方とも対象ということです

か。

それから、保健師さんのサポートをしてい

ただけるということなのですけれども、して

いただいた後もアンケートとかをとるという

ことなのですけれども、やめた方の補助金の

返納とか、そういう期間とかも決めてあるの

でしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 健康推進主幹。

○健康推進主幹（佐藤和恵君） まず、禁煙

をどこで判断するかというところだと思うの

ですけれども、こちらは、お医者さんのほう

で、この方は禁煙治療を終了しましたという

チェックをしていただくことを考えていま

す。その後、禁煙につきましては、１年後ま

での支援を考えておりますけれども、そこで

補助金を返してもらうということは考えてご

ざいません。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） １３７ページです

が、２点ありまして、ごみ処理場維持管理委

託料は、Ⅱ期、Ⅲ期に併用ということでお話

があったのですけれども、Ⅱ期の終了のめど

はおよそ何年度を想定しているのか、お答え

いただきたいと思います。

それからもう一つは、工事請負費のＢＤＦ

の排気設備の新設工事ということで説明を受

けたのですけれども、平成２６年度のＢＤＦ

の燃料製造というのが、ここ最近、どの程度

製造されていて、製造量がふえていっている

のかどうか、その辺の状況がわかればお知ら
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せください。

○議長（古舘繁夫君） 環境生活主幹。

○環境生活主幹（大場正規君） ただいまの

上杉議員からの御質問のまず１点目でござい

ます。

Ⅱ期埋立地はどこまでかという御質問です

が、ことしの６月から７月ぐらいには予定量

に達する見込みとなってございます。

それから、２点目の工事請負費、ＢＤＦの

関係でございます。

それで、今回、工事請負費に計上させてい

ただいている部分なのですけれども、昨年の

７月に、北見労働基準監督署から、全道一斉

の立入調査がございました。立入調査の内容

というのは、ＢＤＦを製造する際に、メタ

ノールという有機溶剤を使用して燃料化する

ものですから、それによる健康被害がほかの

市町村で発生したことによって立入調査が入

りました。その中で、有機溶剤は、常温では

そのまま液体なのですけれども、それが

ちょっと空気に触れると蒸気化するので、ま

ず、そういう部分を密閉しなさいと。もう一

つは、その部分を強制的に排気する施設を設

けなさいという是正勧告を受けております。

それを受けたと同時に、もう製造ができな

いということで、現地のほうでストップはし

ているのですけれども、それまでには、大体

年間３,０００リットルから３,５００リット

ルぐらいの製造量で、昨年につきましては、

その関係で１,５００リットルの製造となっ

ております。そして、今回、工事請負費に計

上させている部分は、労働基準監督署からの

指導による設備の改修を行うという内容に

なってございますので、御理解をお願いいた

します。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 事情はよくわかりま

した。

それで、この工事完了後、ＢＤＦの製造が

開始できる予定はいつぐらいなのでしょう

か。

○議長（古舘繁夫君） 環境生活主幹。

○環境生活主幹（大場正規君） いつごろか

という御質問でございますが、私どもとしま

しては、早期発注して、各御家庭から、毎

月、廃食用油を回収して入ってくるものです

から、できるだけ有効に活用できるようにと

考えております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑される

方。

１１番橋本博之さん。

○１１番（橋本博之君） １２７ページの保

健衛生推進事業のちょうど真ん中ぐらいにあ

る北見赤十字病院運営費負担金が１,６００

万円なのですが、これは、たしか、３年ぐら

いに分けて、建設費の一部を分担金として出

すようなお金ではなかったかなと思います。

これに対してなのですが、美幌町が北見の

日赤にこうした分担金を出すのには、それな

りの要望だとか、町の声を聞いてもらうよう

な会議等だとか、そうしたものが今までに

あったのかどうか、お聞きしたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 町村会を通じて

要請があり、各町村ごとに分担割合が決めら

れたというような経過がございます。

○議長（古舘繁夫君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） 分担割合はわかっ

ているのですが、その後なのです。分担した

からには、美幌町として、ある程度の要望等

を聞いてもらう必要もあるのではないかなと

思うのです。そうした会議等が開かれている

のか、開かれていないのか、ここでお聞きし

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 北見保健所管内

の地域医療のそういう会合がございますの

で、そこで、日赤の進捗状況だとか、日赤が

取り組む医療についていろいろ協議はされて

おります。年３回ぐらいは会議がございま

す。その中で、要望があればということで、

１次医療、２次医療、３次医療の話になりま



－ 16－

すので、国保病院であるだとか、管内の医療

機関についても、そこの会議の中で討論する

ような形になっております。

○議長（古舘繁夫君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） 今、部長から聞い

て大体のことはわかったのですが、美幌町と

地域医療機関の日赤とが直接話し合う機会を

今まで持ったことはなかったということで理

解いたしました。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 個別案件では、私は

日赤の病院長とも何回かお話ししたことがあ

ります。ただ、美幌だけの要望をぶつける

と、これを負担しているのはオホーツク全体

なので、それぞれのエゴを通すと、多分、日

赤自体がパニクるということだろうと思いま

す。日赤には、妊婦エントリーネット１１９

などの協力もいただいておりますので、そう

いった意味では、個別のいろいろな事業の御

協力はいただいております。

ただ、今回の負担金は、救急にかかわる部

分ということで、個別の要望といってもなか

なか難しいので、救急の部分の負担金という

形で出させていただいています。その他の事

業については、しっかりとつなげていくよう

に、引き続き日赤との連携を深めていきた

い、そのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、衛生費につ

いての質疑を終わります。

次に、５款労働費、１３８ページから１３

９ページまでの質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、労働費につ

いての質疑を終わります。

次に、６款農林水産業費、１４０ページか

ら１５５ページまでの質疑を許します。

３番中嶋すみ江さん。

○３番（中嶋すみ江君） １５１ページの有

害鳥獣対策事業ということで、鳥の部分で

ちょっとお伺いしたいと思うのですけれど

も、カラスの被害ということで、今年度のカ

ラスの対策の予算額はお幾らとられているの

か、あと、昨年度の実績は何羽だったのか、

２点お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 耕地林務主幹。

○耕地林務主幹（伊成博次君） ただいまの

御質問でございますけれども、平成２７年度

のカラスの対策の予算につきましては、２２

万円、５５０羽を予定しております。

平成２６年度の実績でございますけれど

も、カラスの有害で捕獲したのが５０９羽で

ございます。よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） それは、何人の方

で５０９羽をとったのでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 耕地林務主幹。

○耕地林務主幹（伊成博次君） 銃器なので

すけれども、有害鳥獣駆除の許可を受けてい

るのは、今、３２名ございます。その中で、

各自、捕獲をしていただく、それと、一斉駆

除をしていただいております。

以上でございます。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） このカラスの対策

の補助は何年ぐらいからやられていたので

しょうか。

○議長（古舘繁夫君） 耕地林務主幹。

○耕地林務主幹（伊成博次君） この助成で

ございますけれども、今、手持ちの資料の中

では平成９年からなのですけれども、それ以

前から行っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑のある

方。

１３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） １４３ページの２

節、新規就農者等支援事業の説明をいま一度

していただきたい。
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それと、１５３ページの２節の上段、木製

遊具造作委託料です。先にこちらのほうから

質疑をさせていただきたいと思いますけれど

も、図面もいただきました。結構、大型遊具

も大きく、周りに遊具なんかも細々と置くと

いうことで、この施設の真ん中の空間が５

メートルぐらいかなとは思っていたのですけ

れども、大型遊具だとかを置くと、子供が動

くスペースが相当危なく感じるところがあり

ましたので、その辺の対策のとり方だとかを

お伺いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 木製遊具の委託

の関係でございます。

林業館を改修して木育ひろばをつくるとい

うことで、図面もお示しをさせていただきま

したけれども、余白スペース等を含めて、危

なくないような状況と、利用者の方について

の注意喚起を図りながら、安全確保を図って

いきたいというふうに思っております。

ただ、遊具の中で、これから作製を委託す

るわけでございますけれども、大きさ、幅等

を含めて、現地も掌握をしながら、安全性に

配慮した遊具の設置をしたいと思いますし、

場合によっては、コーナーですとか、そう

いったものを配置しながら、安全性について

は十分確保を図っていきたいというふうに

思っております。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） これは、多分、管

理者にもつけている予算もありますので、ぜ

ひ、その辺の管理者に対しても十分な注意喚

起を行うような指導をしていただきたいし、

せっかくこういうものをつくって、もし事故

が起きれば、それこそ、何のためにつくった

のかわからないというような思いもあります

ので、その辺をもう一度注意していただきた

いと思います。

それと、先に戻りまして、１４３ページに

ついて、いま一度、説明をお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） １４３ページの

新規就農者等の支援事業補助金でございます

けれども、これは、新たに農業に従事をされ

た４５歳以下の方と、農外から新規就農され

た方を対象として事業の組み立てをされてご

ざいます。それぞれ学卒で農業に従事をされ

る方、あるいは、他の職業をやめて親元に

帰ってこられる方等々を含めて、農業に従事

をして、一定程度、農業の発展に貢献をして

いただくということで補助金を支出している

ものでございます。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） 裏のほうではいろ

いろとお話をお伺いして納得はしているので

すけれども、今、農業ではない別の職業につ

いていて、これから農業の仕事につきます

と。ただ、その間、現在、朝早くから農業に

従事している、あるいは、夜遅くに帰ってき

てから農業の仕事をするとか、経理など事務

的な仕事をしているという方も実際にいらっ

しゃいます。そういう方のためにも、今、会

社に従事している方がすぐにやめられない状

況があるようなこともあり得るのです。であ

れば、そういう方たちにもある程度の余幅を

持っての支援事業というのも考えていかなけ

れば、本当に美幌町では第１次産業が基幹産

業だと言っておりますので、その辺のことを

これから考えていくのかどうかもお伺いした

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 農家戸数も減少

してきているところでございます。その多く

は、担い手がいないという形で離農を余儀な

くされる農家戸数が多いということで、本当

に、こうやってＵターン、あるいは学卒の中

で農業に従事される方というのは、非常に貴

重な人材だというふうに考えております。

今の年齢制限の４５歳、それからもう一つ

は従事者をどう扱うかを含めて、この補助金

はＪＡが２分の１の負担をしておりますの

で、ＪＡとも協議をしながら、どのような制

度設計がいいか、協議は引き続きしていきた



－ 18－

いというふうに考えております。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） この２００万円の

補助というのは、１件にしては相当大きいで

す。例えば機械を買うのでも、２００万円と

いうのは相当大きなものですから、従事者に

対して、ぜひ温かい支援であっていただきた

いという思いであります。ぜひとも、ＪＡと

協議をよい方向に向けてしていただきたいと

思います。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 持続的な農業を

どのように確保していくかという部分におい

ては、やっぱり、就農の人を確保するという

ことが最大の課題だというふうに思っていま

すので、どういった形で農家の継承を図って

いくかを含めて、その手段を含めて、ＪＡと

協議をさせていただきたいというふうに思っ

ております。

○議長（古舘繁夫君） ５番早瀨仁志さん。

○５番（早瀨仁志君） １４９ページの道営

土地改良事業の中の補助金でありますけれど

も、豊栄地区、昭美地区の高度化促進事業で

ありますけれども、この内容については、通

年施工するということの内容で承知はしてお

ります。その中で、国が５０％、町が５０％

の補助をするという話も聞いております。そ

の中で、町が分担金としてこの５０％に当た

る負担を受益者にお願いするということを聞

いておりますので、このあり方がいいのか、

もうちょっと農家の負担を減らす方向にあっ

たほうがいいのではないかというふうに考え

ますけれども、その考えをお聞きしたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 通年施工につき

ましては、議員がおっしゃったとおり、国が

２分の１で地元が２分の１ということで、そ

の地元の２分の１を受益者分担金として徴収

させていただくということで、先ほど条例の

改正も提案させていただきましたけれども、

総体的に土地改良事業と一体的な事業という

ことで捉まえておりますが、多くの方が、ま

だまだ通年施工によらない小麦等の収穫後、

あるいは、春先の早い時期の工事施工を望ん

でいらっしゃるということもあって、今のと

ころは、行政として、美幌町として、分担金

といいますか、地元の２分の１負担について

町が負担をするということは考えておりませ

ん。

○議長（古舘繁夫君） ５番早瀨仁志さん。

○５番（早瀨仁志君） 状況はわかりますけ

れども、工事全体が非常に多くなっていると

いうことで、地元の業者、それから、地元以

外の業者さんにつきましても、ある程度、決

まった施工期間が短く、非常に大変な作業に

なっているということで、これから、こうい

うことが当然ふえてくると思うので、今後に

向けては、やはり、町全体として考えていた

だきたいと思うのですけれども、いかがで

しょうか。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） ここ数年、小麦

収穫の後のダンプの手配が大変ですとか、重

機の手配が大変だということも十分承知をし

ているところでございます。

もう一つは、工事施工後の小麦の成果品が

どうなのかを含めて、例えば、どうしても一

定の期間の工期をとらないと工事が完成でき

ないというような状況が出てくるようなこと

があれば検討させていただきたいというふう

に考えております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑される

方。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 私からは、１４３

ページの鳥獣被害対策事業というところが１

点、次に１４７ページの牧野管理運営につい

てが二つ目、三つ目は１５３ページの林業館

管理業務について、この３点をお聞かせ願い

たいのでありますけれども、１回目として、

１４３ページの鳥獣被害対策についてです。

実は、問題点整理のときに資料をいただい
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ておりまして、相当な鹿がいるなと思ってい

るのです。それで、同じデータですので、最

近は捕獲数が５００頭を超えると。そうであ

れば、一般質問みたいな聞き方で悪いのだけ

れども、せっかく６,０００円を払っている

中で、これを活用する手はないかと思うもの

ですから、そんなことの議論は全くしていな

いのか、これも一つのきっかけになるのでは

ないかと。予算そのものではないのですけれ

ども、せっかくお金をとって５００頭もの捕

獲数を確保しているわけですから、そこら辺

の考えと、その過程があるとするならば、差

しさわりのない範囲でお聞かせ願いたいな

と。

まず、１回目、お聞きします。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 昨年は５００頭

を超える捕獲をされたということで、その活

用方法ということでございますけれども、ま

ず、精肉として使うのであれば、生きたまま

捕獲をしなければいけないということがあろ

うかというふうに思います。いろいろな形

で、東京農大あるいは猟友会とも協議をさせ

ていただいておりますけれども、施設整備等

を含めて経費がかかる部分と、出口ベースの

販路先を含めて確保が難しいということも

あって、協議は続けておりますけれども、実

現に至っていないというのが現実でございま

す。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） その点、今後も含

めて、もったいない資源だと思いますので、

いっとき、知床のほうだったですかね、自衛

隊まで出動して追い込みまでして、それは被

害という意味でなさったことでありますけれ

ども、資源としての活用もあったみたいな報

道もあったものですから、今後の課題にはな

るのではないか。この点は勝手な思いでしゃ

べっていますので、次に移ります。

ページ数はちょっと忘れましたが、今度は

牧野の話です。その１回目です。

牧野の話として、経済部長は相当苦しいな

と思うのですけれども、なかなか人の心をつ

かむテクニックを持っていまして、大きく批

判されることはないと思ってはいますが、た

だ、相手方の態度、考え方という意味で定か

ではない部分もあるものですから、いま一

度、この予算を見ても、嘱託職員の賃金が計

上されております。結構な額だと思っている

ところなのです。それで、歯切れいい言葉

で、ワタミさんは、今後、しっかり話ができ

る相手なのか、許されるのなら、そこら辺の

ことをお聞きしておきたいという趣旨です。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） ことしでワタミ

に牧場をお貸しして２年目ということで、平

成２５年４月からお貸しをしているわけです

けれども、それ以降、体制を含めてワタミと

は協議をさせていただいているところでござ

います。

それで、先ほど出ておりました人件費等に

ついても、身分を含めて協議をさせていただ

いているところでございますけれども、冬期

間の就業先等々を含めて、なかなか整理がつ

かないというのが現実でございますが、ワタ

ミのほうも、拠点をどうするかということに

ついての協議を進めておりますし、今、美幌

町ともそういった形で、今後、ワタミの意向

としては、美幌に力を入れて畜産振興を図っ

ていきたいという意向も持っているようでご

ざいますので、引き続き、それらもあわせて

協議をさせていただきたいというふうに考え

ております。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） その点の２回目の

質問でありますけれども、当初、しっかり説

明を受けている内容から、時々の情勢で変わ

る可能性がないとは言わないけれども、それ

に対して、行政側も毅然たるものを持ってい

ただいて進めていただきたいなと。逆に言え

ば、議会から逆に指摘されているという言葉

を平気で使っていいと思うのです。最初の約
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束から言ったら。そこら辺も心得てやってい

ただきたい。これは、希望でありますので、

御答弁は要りません。

次に、テーマの三つ目。

林業館管理業務について１点ほど聞きたい

のは、人は配置すると。ことしは途中なもの

だから、人件費は、いただいた資料を見れば

７８万何がしという数字であります。これは

半年ですから、簡単に言えば平成２８年度に

なったらこの倍になるのかなという推測はし

ます。しからば、この管理体制なのです。委

託云々ということがいい、悪いということで

はなくて、場面によっては、この場所に子供

さんが来るわけだから、きっちり朝から晩ま

でいてくれる配置を考えているのか、そこら

辺のことが気になるものですから、お聞かせ

願えないでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 当然、今、予定

をされている利用者については、幼児など小

さいお子様が主だというふうに考えておりま

す。当然、御父兄の方も付き添いで来られる

というふうに思っておりますけれども、施設

を管理する側として、きちんと人が利用され

ている場合については、そこの監視をきちん

とやっていただくという形で考えております

し、先ほど大原議員からもありましたけれど

も、安全対策等につきましても、担当の職員

等を含めて、事前の研修あるいは対応の仕方

を含めて、十分に協議をさせていただきたい

というふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑される

方。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） ２項目あります。

１５１ページの消耗品費、はじめての木づ

かい事業の関係と、１５３ページの、今、１

０番議員が話した林業館の管理委託業務のこ

とでございます。

１点目のはじめての木づかい事業は、木製

品を選んでいただいて配布するというのは、

取り組みとしては大変喜ばれるのではないか

なと思います。ただ、疑問点整理の中で写真

も見せていだきましたが、特に、スプーンで

お母さんが小さなお子さんに何か食べ物を与

えるような感じの図案になっていたと思うの

ですけれども、何人かの方も言っていました

が、子供さんは予期せぬ行動だとかに出るこ

とがありますので、製作に当たっては、特

に、子供はかむ力がないようで、相当ありま

すので、かんで破損といったことのないよう

に、そこは発注する段階での点検が必要では

ないかなと思いますので、その点についてお

答えいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 今回、４種類の

中から保護者の方に選択をしていただくとい

うことで、それぞれの中で、角をどうするか

ですとか、安全性については相当配慮をしな

ければいけないというふうに考えておりま

す。それぞれ試作品をつくっていただいた中

で、それが耐え得るものかどうかを含めて検

証しなければいけないというふうに思ってい

ますし、改善すべきところについては、業者

のほうにもお話をして、改善をさせていただ

きたいというふうに考えております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） それでは、２点目に

移ります。

林業館の管理業務委託料は、今回、改修工

事をやって、半年間の管理運営の費用積算で

あるということをお聞きしました。２人の議

員から安全対策ということで、これは当然で

はあると思うのですけれども、この施設自体

がもともと林業振興とかそういったことでで

きた施設ですので、そこに子供たちが遊べる

木育のひろばというか、そういったものを整

備するということですから、管理体制で人が

全くつかなくていいということではありませ

んし、林業館全体としての管理運営のために

人を配置するということは十分承知しており

ます。

例えば、しゃきっとプラザのプレイルーム

というのは、置いてある遊具の種類は違いま
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すが、あそこは自主管理なのです。それか

ら、先ほど大原議員もおっしゃっていました

が、高さがある遊具とかということで、当

然、しゃきっとプラザとはまた違った遊び方

や事故対策ということが出てくると思うので

すが、できるだけ、管理運営に当たって、四

六時中ずっと監視をしないとならぬような体

制ではなくて、逆に、私は、利用者の人たち

の理解を得ながら、やはり、自主的に皆さん

が安全対策をするといいますか、当然、保護

者がついてこられると思いますので、そう

いったところを十分協力いただきながら、可

能であれば、管理委託料のコスト縮減を図っ

ていくような努力もするべきではないのかな

と思いますが、その点についてお尋ねしたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 上杉議員がおっ

しゃるとおり、最終的にそういった形になれ

ばいいかなというふうに考えております。

ただ、どうしても、最初のころは、遊具の

使い方、あるいは、それぞれのスペースの中

でどういった遊びがされるのかを含めて人員

の配置は必要だろうというふうに思っており

ますけれども、それが利用者相互の中で監視

をし合って、十分に安全対策をとりながら遊

ぶことが可能である、また、それが十分にで

きるというような状況になれば、委託料を含

めて検討はさせていただきたいというふうに

考えております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） やはり、最初が大事

だと思います。でき上がった後にオープンし

ていくに当たって、そこに来た人たちに対す

る説明というのももちろんありますが、あら

かじめ、それを利用する年齢層というのがあ

る程度決まってきますので、民生部とかそう

いったところとも連携しながら、そういう対

象者に対して、せっかくお金をかけてつくる

施設でありますから、そこは、全て行政に費

用負担を求めて維持管理して、何か事故が起

こったら行政が悪いというようなことのない

ように、もちろん、行政の責任というのは伴

いますけれども、そこはできるだけ、先ほど

申し上げましたように、利用者さんの協力を

いただきながら、コスト削減になお一層努力

していただくように、関係者の皆さんと事前

の意見交換とかを含めた協力体制をつくって

いくべきではないかと思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 利用を予定され

ている方は相当小さい子になろうかなという

ふうに考えております。それでいけば、当

然、保護者の方も付き添ってこられるだろう

というふうに思っていますので、その利用の

方法、あるいは安全確認を含めて、特に保護

者の皆様のほうには説明をさせていただきな

がら、極力、利用者の保護者の方たちが安全

確認を含めて十分な体制をとれるようなこと

についても検討を図っていきたいというふう

に思っております。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） 事前説明も伺って

いたのですが、１４９ページの一番下のラジ

コンヘリの件でお伺いします。

一度お伺いしたのですけれども、十分にの

み込めない部分がありますので、もう一度お

願いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 耕地林務主幹。

○耕地林務主幹（伊成博次君） ただいまの

御質問でございますけれども、このラジコン

の使用につきましては、多面的機能支払事業

の中で、活動組織がございます。その中で、

町の役割といたしまして、地目、面積等の申

請時の状況を確認しなければならないという

ことでございますので、一筆一筆、現地を回

るのではなく、ラジコンヘリで空撮しながら

遊休農地等の確認をしたいということでござ

います。

以上でございます。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） ありがとうござい
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ます。

そこで、ラジコンヘリは、私も、たまたま

テレビで見たり、いろいろ情報を伺ったりな

んかして、非常に便利で、現在、農業を営む

方々にとっても、非常に農業人口が減ってき

まして人の手が足りない中で、こういうもの

を今の目的以外にも十分に活用できるという

ふうに感じます。

例えば、現在、１軒何十町という広さの農

家が多いですので、その状態がどうなってい

るのか、今後、どういうぐあいの計画で、ど

うしたらいいのかというときに、こういうも

のを使うと非常に便利かなと素人ながらに思

うわけですが、そういうときに、こういうも

のを活用したいのだといった場合、補助など

は考えるのかどうか。

また、もう一点は、これは確かに山の中の

測量をしたりなんかするかもしれませんが、

飛ぶものでありますから、いつどうなるかは

わからない。この保険関係はどのようになっ

ているのか、教えてほしいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 耕地林務主幹。

○耕地林務主幹（伊成博次君） 保険関係に

つきましては、かけてございません。ラジコ

ンヘリの操縦に当たりましては、風の強いと

きとかは極力しないようにして、天候のいい

ときに空撮で確認したいということでござい

ます。

また、農家の人がこれを利用したいという

ことでございますけれども、多面的支払事業

の中で、草刈りとか農道の環境整備等々の補

助はあるのですけれども、これを使用する目

的がちゃんとなっていれば補助の対象になる

のではないかと考えます。

以上でございます。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） わかりました。

今、ちょっとスポーツをやるのにも、保険

を何百円かかけて参加していただくというの

が常識になっております。確かに、そういう

広いところで、危険度が薄いと思われても、

何が起きるかわからないので、その保険の必

要性は―そんなに大げさな保険ではなくて

も、ちょっとしたけがをしたり、ヘリコプ

ターのプロペラが飛んできて何かがあったり

なんてことはあり得ないとは限らないわけ

で、そのような心配はないでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 耕地林務主幹。

○耕地林務主幹（伊成博次君） 保険につき

ましては、どういう保険があるのか、今後、

協議したいと思います。よろしくお願いしま

す。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、農林水産業

費についての質疑を終わります。

次の７款では質疑をされる方がたくさんい

るようですので、暫時休憩いたします。

１時１５分から再開といたします。

午後 ０時０６分 休憩

────────────────

午後 １時１５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

質疑を続けます。

次に、７款商工費、１５６ページから１６

１ページまでの質疑を許します。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） １点ですが、１５７

ページの宅配移動便利サービス利用促進事業

補助金の関係ですけれども、これは、疑問点

整理のときに、取り組み状況について、簡易

登録だとか、そういったことを詳細に説明い

ただきました。３００名もの利用者が登録さ

れて、年々ふえてきているということです。

ただ、必ずしも登録数と利用数がイコールで

はなく、利用促進が芳しくないというような

話も聞いております。

さらに、今年度以降、現在のサービスにつ

いて、私も、一般質問で取り上げて、町のほ

うで検討していただいて、こういう形で速や

かに取り組んでいただいたことを高く評価し
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ているのですけれども、利用者の皆さんか

ら、やはり、物を見て買いたいとか、相変わ

らずそういう要望があるのも事実でございま

して、今年度、いわゆる移動販売とか、そう

いったような考え方を持たれてサービスの拡

充をしていくという動きがあるのかどうか、

その辺についてわかればお知らせいただきた

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） 商工観光主幹。

○商工観光主幹（小室秀隆君） ただいまの

御質問でございますが、私どもが伺っている

のは、例えば、夏場、キャンプ場において移

動販売を行うとか、あと、この間も資料説明

のときに御説明しましたが、緑の苑のレクリ

エーションを続けたいということはお聞きし

ております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） それも説明を承って

おりますけれども、私が今質問したのは、そ

ういうスポット的な移動販売ということも消

費拡大という意味で大事な取り組みだと思う

のですが、通年型で、例えば今ある車を移動

販売車として、商品をある程度積み込んで地

域を回るということになると、本当の意味

で、高齢者などの買い物弱者にとっては、近

くに来てくれて、車がとまってというような

形でのサービス拡充ということで、より利用

者の声を取り入れた取り組みになるのではな

いかなというふうに考えております。

その辺について、会議所のほうの取り組み

は、そういう前向きな検討とかそういったこ

とがなされているのかどうか。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） この事業をス

タートするといいますか、衣がえしたときに

会議所とお話をさせていただいていますの

は、基本的には、買い物弱者だけではなく

て、多くの町民に利用いただける方法で、商

店街がこぞってそういう体制づくりをしてい

ただきたいというふうにお話をさせていただ

いております。

その中で、サービスといいますか、商品を

どこまで品ぞろえできるかということも大き

な課題であろうというふうにお話をさせてい

ただいたところでございます。全部を積み込

むのは難しいけれども、タブレットを使うだ

とか、そういった形で検討していきたいとい

うことでお伺いをしておりますので、今後と

も協議を図りながら、一刻も早く、多くの品

ぞろえの中で御利用いただけるような手法に

移行するような形で協議を進めたいというふ

うに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 中身はわかりまし

た。

繰り返しになりますけれども、やはり、最

も究極的なサービスというのは移動販売で、

これは、用意する事業者側のリスクも十分あ

ることを承知した上での質問なのですけれど

も、やはり、その辺のリスクを十分採算ライ

ンに乗せながら、日用品とか、どうしても必

要な食品とか、そういったものをできるだけ

早い時期に会議所あたりが準備なされて、そ

れに対して、３カ年間の経過的な時限の６０

万円ずつの措置ということも聞いております

が、必要によって、また事業者側のほうから

それらに対する要望等があれば、いろいろな

手だてがあると思いますので、他の経産省の

補助金とか、そういったものでもし活用でき

るものがあれば、行政のほうとしても拡充に

向けての支援をすることが必要ではないかと

思いますので、その辺の考え方をお聞かせく

ださい。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） やはり、サービ

スとしては必要なサービスだというふうに認

識をしておりますので、そういった中で、い

かに多くの方に御利用いただけるかというこ

とについては、先ほどもちょっとお話ししま

した品ぞろえ、あるいは選択肢がどれだけ多

いかということだというふうに思っていま

す。

商店街としても、そういう努力はしていき

たいという話もしておりますので、多くの方
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に利用いただけるような制度設計をつくって

いきたいというふうに思っておりますし、そ

の中で必要な手だてがあれば、行政側として

も協議を図っていきたいというふうに考えて

おります。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑のある

方。

１３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） １５９ページの説

明の３のスカイスポーツ振興事業です。これ

は、言い方は大変申しわけないのですけれど

も、趣味の団体のところにずっと今まで事業

費として出しておりますけれども、町とし

て、いつまでこのことを続けていくのか、も

し考えがあればお聞きしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 今回、スカイス

ポーツの振興事業で、トータルで２１万４,

０００円の予算計上をさせていただいており

ます。この中身としては、研修所の燃料費で

すとか、そういったものを計上させていただ

いているところでありますけれども、その利

用形態に合わせて、予算等の考え方について

も整理をさせていただきたいというふうには

思っております。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） ただ、ずっと不可

思議なのは、私が思うところでは、実際に動

いていない、活動のない団体であって、確か

に施設はあります。その中で、滑走路もある

から、協会の負担金だとか、そんなものはわ

かるのです。まだ残っていますから。ただ、

そのほかに対して、もし趣味の世界のところ

にこうやって町のほうで負担するのであれ

ば、拡大解釈すれば、ほかの団体もあるわけ

です。文化団体あるいはスポーツ団体などで

す。そうしたら、そこからもくれというよう

なこともあり得ますので、このことも早急に

どこかで解決していかなければ、どこかで問

題が出てくると思いますので、そのことだけ

は申し伝えたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） スカイスポーツに関

連する予算のことでありますけれども、今、

実際にあそこの滑走路から飛んでいるかとい

うと、ウルトラライトプレーンは飛んでいま

せん。ただ、美幌峠でのパラグライダーであ

るとか、ラジコンというようなものもありま

すので、そういったことで一定の措置が必要

だろうということで協会とおつき合いをさせ

ていただいているというのが現実でありま

す。

趣味の世界ということでありましたけれど

も、美幌のランドマークにもなっています。

そういった意味で、スカイスポーツ自体、幅

広いスポーツなので、そのうち、一部がだめ

で一部が生きているというようなことの中で

は、一定のこういう措置をとらざるを得ない

ということで予算計上をさせていただいてお

ります。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑される

方。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） １５７ページの空

き店舗活用事業補助金のところですが、ほか

の議員の方が請求した資料で、近年、平成１

７年からの実績を見させていただきました。

私も何人かの方と話したのですけれども、

上限２万円で空き店舗に対する家賃補助を１

年間ということですけれども、この表を見ま

しても、若い方に店を出していただいている

ということでは、確かに効果のある事業だな

というふうに思っています。

ただ、ここで言うほどではないのかもしれ

ませんけれども、予算もありますけれども、

２万円上限で１年間というと、１年というの

は、店をやるとわかるのですけれども、夏に

なれば冷房が必要になり、冬になってくる

と、今度はストーブだとか、クリスマスの飾

りつけだとか、新たにどんどんお金がかかっ

てきて、だから補助ということもありますけ

れども、これが２年とか、借りている方のお

話なんかはかなり聞いたり、その辺のやりと

りをしているのでしょうか。
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○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 現制度の中で、

店舗を借りた翌月から１２カ月という形で補

助をさせていただいております。そういった

中で、この補助年限を２年にしていただきた

いとか、そういった要望については、会議所

を含めて、協議の中ではちょっとお聞きをし

ていないところでございます。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） １年分をもらっ

て、もう１年ということは言いづらいのかも

しれませんけれども、店舗を持ち、それを維

持するということは、季節、季節でまた違う

ものが必要になって、１年を過ごすというこ

とは本当に大変なことですよね。

今、店舗リフォームも考えられたりなんか

するようなのですけれども、やはり、自分の

店をやっている人と、あくまでも借りてやっ

ている人というのはちょっと違いますので、

その辺のことも今後、せっかくのいい制度

で、使用している方が出てきているというこ

となので、商店街の世代交代のためには、こ

れの拡充を考えていただきたいなということ

で、終わらせていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 今、議員がおっ

しゃいましたように、店舗リフォームあるい

は起業家支援についても検討させていただい

ているところでございますので、あわせて、

その中で検討させていただきたいというふう

に思っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑される

方。

１２番宗像密琇さん。

○１２番（宗像密琇君） ただいまと同じ１

５７ページの商店街活性化事業の中身をもう

一度教えていただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 商工観光主幹。

○商工観光主幹（小室秀隆君） 中身につい

てでございますが、各商店会が実施しており

ますイベント事業に対する補助と、年末年始

大売り出しセールに係る事業の補助でござい

ます。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） わかりました。

これはいつも言われることなのですけれど

も、補助金を毎年同じように出されている科

目がかなりの量あります。そこで、ただいま

１点だけに絞ってお伺いしていますが、広げ

ますと、補助金は、ことしも幾ら幾ら、こと

しも幾ら幾らと、数字を見ていると、大体同

じような数字が並ぶわけです。この補助金は

いつ終わるかなというぐらいまで、引き続

き、引き続きやるわけなのです。

そこで、お伺いします。

町としては、補助金について、要望があっ

たからことしもこれだけの補助金は出します

よとやっているのか、中身をきちんと調べ

て、それから、前年度の中身をきちんと精査

した中でそういう補助金を決めているのかど

うなのか、お伺いします。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 補助金全般にわ

たる御質問かなと思います。

当然、補助申請から最終的には実績という

ことで、実績の中では、どういったことに実

際に使われて、また、どういった効果をもた

らしたかということを確認することになろう

かと思います。当然、効果が上がらないもの

については、補助金の見直しあるいは廃止と

いうこともあろうかと思いますけれども、逐

次、予算編成の段階でも、補助金のあり方に

ついては、一定程度、聞き取りをする中で判

断させていただいております。中には、縮小

しているものもありますし、拡大しているも

のも当然あろうかと思いますので、常に効果

は求めていきたいと思っております。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） わかりました。

当然の答弁だと思います。しかしながら、

眺めてみますと当然かなと思いますが、効果
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が上がっているのか、上がっていないのか、

それを見きわめるということは、そこまでし

ているとは信じがたいと申し上げておきま

す。というのは、果たしてそこまで、現場に

も行っていない。例えば、スマッピーカード

もそうです。何名の方が、何ぼの買い物をし

て、総額でどれぐらいですから、また補助金

をお願いしますと。これは、私としては、効

果が上がっているとは言えません。それは、

ただ数を調べただけで、中身がどういうぐあ

いになったのか。

というのは、一例を申し上げます。この

間、スマッピーカードの抽せん会がありまし

た。そして、行ってまいりますと、商工会議

所の３階で、寒いのに行列をつくっているの

です。あれは、サービスとは言えない。ま

た、周りを見ても、ケーキ屋さんと喫茶店屋

さんぐらいはありますけれども、お買い物を

するような場所ではない。

そういうぐあいに、お客さんに喚起を促し

て、それでこそスマッピーカードの有効性が

出てくる。それなのに、考えてみてくださ

い。もし、その引換券で、その抽せんで、当

たるかどうかはわからないけれども、当たる

と考えて一生懸命みんなは並びに行くわけで

す。寒いのに。そうしたら、これは効果があ

る方法とは思えません。そこで買い物をし

て、帰りにどこかに寄って、また買い物をし

て帰るというのなら効果があるのです。あそ

この場所でやるのは。ただ券の引きかえだけ

では、あそこの場所は決して効果的な場所と

は考えられません。それだったら、商店の数

ある場所で、場所を借りてでもいいから、そ

こでやることによって、帰りにまた何かを買

い求めて帰る。そうなると、また効果が上

がってくるわけです。

そういうぐあいに、成果をきちんと見なが

らというのならわかりますけれども、とて

も、私は、商工会議所の３階でやることが効

果がある方法とは考えられない。そういうぐ

あいに知恵を絞ってやること。

よくテレビに出ます、コラボレーションと

いう言葉。どうやっているか。スマッピー

カードに相乗りする商店はありませんか。場

所を２坪ぐらい貸してください。そのかわ

り、その方が券を引きかえたと同時にそこで

物を買っていく可能性がありますよ。そうし

たら、その券はうちの店で刷りましょう。そ

のかわり、この中にコマーシャルを入れます

よとか、そういういろいろな方法があると思

うのです。それで効果を上げようと努力し

て、美幌町さんにこれだけの補助金をいただ

いていますけれども、前回よりも前々回より

も効果が上がっていますと。なぜかという

と、こういうやり方でやっています。そのた

めに、今まで３００万円いただいてものが２

５０万円で済みますとか、そういう成果を見

ながら町としては補助金を出していくべきだ

と私は考えます。

３回目の質問なのでちょっと長くなります

が、今、商工のほうだけを取り上げています

が、ほかの補助金も全てそうです。ただ、上

がってきた数字で、去年もやられた、おとと

しもやった、さきおととしもやった、過去何

年間にわたって補助金をいただいています、

では、あなた方は何の努力をしていますか。

私たちは、かかるものはどんな努力をしても

かかるのです。ただし、私たちは年々補助金

を減らしています。それは、経費を、コスト

をみんなで協力して下げていますとか、そう

なれば、いやいや皆さん頑張っているねと、

そういうことになるでしょう。

ところが、同じ数字が並んでくれば、本当

に上辺だけを見て中身をちゃんと検証してい

ないのではないのか。私の言いたい言葉はそ

の検証なのです。この予算全ての検証をきち

んとしていくことによって、行政コストが下

がってくると私は信じております。

なので、そういうお考えがあるのかどうな

のか、最後に伺っておきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ただいま、御指摘と

御提言をいただきました。

町の財政も非常に厳しい状況にありますの
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で、限られた財源を生かしていくというの

は、議員もおっしゃるとおり、私もそのよう

に感じております。それで、１回目の答弁、

２回目の答弁で、経済部長のほうから、効果

と見直しということをしっかりやっていきた

いということで、これは私も同じ考え方であ

ります。

それで、全体的なお話をすると、補助金、

負担金もそうですし、ほかの経費もそうなの

ですけれども、新たな需要があるわけですか

ら、そこの財源をどういうふうにシフトする

かということは、片一方で検証したり見直し

をしたりして、片一方で何かをやめる、壊す

ことをしないと新しいところに財源がシフト

できないわけでありますから、御指摘と御提

言があったことをしっかり肝に銘じて、今後

についても取り組んでまいりたいと。

ただ、ことしの予算で、例えばことしから

ばつっと切るというようなことは難しいの

で、年限を切って、該当団体と協議をしなが

ら、より効果の上がる方法を考えて、見つか

らなければ年限を区切って廃止していくとい

うようなことに現に取り組んでいる部分もあ

りますので、引き続き努力してまいりたい、

そのように思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑される

方。

１１番橋本博之さん。

○１１番（橋本博之君） １５９ページ、大

原議員も先ほど質問いたしましたが、スカイ

スポーツ振興事業について質問させていただ

きたいと思います。

先ほどの大原議員の質問の中で、町長は、

今、ライトプレーンは飛んでいないのだとい

うお話をされました。そのことについて質問

させていただきたいのですが、スカイスポー

ツは美幌町の看板スポーツだということで、

簡単にはおろせないという気持ちは十分認識

しているところなのですが、パークゴルフ場

の図面をちょっと前に見せていただきまし

た。基本計画の図面でしたが、あそこの滑走

路を中心にパークゴルフ場が展開されるよう

な基本的な構想でした。

そこで、今回、実施計画の予算も計上され

ているような状況におきまして、スカイス

ポーツにつきまして、新たな事業として展開

していかなければ、一方では、あそこを中心

にスカイスポーツを振興していこう、もう一

方では、パークゴルフ場の建設予定地という

ことで、ちょっと整合性がとれない矛盾する

ような場面も出てくるのではないか。今のう

ちに、ある程度終わらせるものは終わらせ

て、新たな事業展開をスカイスポーツとして

されるべきではないかなと、そんなふうに思

いますが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） おっしゃるとおり、

先ほど大原議員の質問にもお答えしましたけ

れども、スカイスポーツ自体も、やはり山や

谷があるわけです。そして、二十数年前だっ

たと思いますけれども、地域の活性化のため

にというようなことで、一時は全国大会まで

開いた時期もあります。

その後、経過を見ますと、さまざまなこと

があります。この場での論議もたくさんあり

ました。その中で、凍結があったり修正が

あったりというようなこともありました。そ

んな中で、スカイスポーツの旗をおろしたく

ないという気持ちで我々もやってきました

し、そして、ここに至るまで、十数年間、オ

スパ（オホーツクスカイスポーツ振興協会）

としては、総会も開かれない状態だというよ

うなことがあります。

それで、山や谷があるから、やはり、低空

飛行でもいいからテイクオフをしっかりしな

いと、飛びたい人が飛べないというような状

況があるとずっと私は言い続けてきました。

そんな中で、組織自体がなかなか総会もでき

ないというようなことも相まって、それで、

今回のパークゴルフ場の場所の決定について

は、前の定例会のときに、十分、私の意は伝

えたつもりでおりますので、そんな中で、や

はり７２ホールをとりたいというような思い

でやりますと、どうしてもあそこにかかると
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いうようなことで、オスパとも実は話をして

きた経過がございます。

そんな中で、オスパの都合で延期されたり

というようなこともありましたけれども、い

ずれにしろ、スカイスポーツ自体は、先ほど

言ったように幅広いスポーツでありますの

で、ウルトラライトプレーンが全てではあり

ませんで、パラグライダーであるとかラジコ

ン飛行であるとか、そういったことで旗をお

ろさないで振興していこうと。そんな中で、

谷や坂があるというようなことなので、ウル

トラライトプレーンが全てではないと思って

おります。いつまでやるのだと言われたら、

オスパが続く限り、ウルトラライトプレーン

ではなくて、ほかのスカイスポーツとして

やっていくかどうかという見きわめは、もう

ちょっと時間をいただかなければ、今のとこ

ろでは、今回の予算に上げていますように、

道のスカイスポーツ振興協会の負担金も計上

させていただいているということで御理解を

いただきたいと、そのように思います。

○議長（古舘繁夫君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） わかったような、

わからないような……。そのとおりだと思う

のです。看板はおろしたくない、美幌町のス

カイスポーツの看板はおろしたくない、そう

いう気持ちはわかりますし、今はライトプ

レーンが飛んでいないという現状もありま

す。事実上、飛んでいないものをこれから振

興するといっても無理だと私は考えていま

す。ほかのパラグライダーだとかラジコンだ

とかというスカイスポーツの一面というのは

当然あると思います。そこも振興したいとい

う考えも当然あると思いますけれども、パー

クゴルフ場として、それも、かかるというの

ではなく、あそこの飛行場を中心にパークゴ

ルフ場がつくられるという、そうした基本計

画ですので、この辺できちっと、ライトプ

レーンについては終止符を打つなり、そうし

たものをきちんと整理しなければ前に進めな

いのではないかということで、スカイスポー

ツとして新たな事業展開をしたほうがいいの

ではないかということで、私は質問させてい

ただきました。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 事実上、飛べない状

況にありますので、今、議員がおっしゃった

ようなことも念頭に考えていきたいと、その

ように思っております。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） １５９ページのス

カイスポーツ振興事業のことであります。

私は、教育委員会のときにこれを聞こうと

思ったのですが、中身が濃くなった話を、

今、横で聞いておりまして、町長も思い切っ

た話を多少されているのかなというふうに

思ったので、あわせてお聞かせ願いたいと思

います。

実は、オスパという団体が、町長さんはい

らっしゃらなかったと思うのですが、副町長

を先頭に、お歴々とお会いしていると。その

ときに、はっきりと格納庫もあけてください

とおっしゃっていたというのまでは私は耳に

しているところなのです。そうであれば、そ

こら辺の話も含めて、はっきりすべきではな

いのかなというのが私の一つ目の純粋な思い

なのです。

それで、教育委員会のときに改めてもう一

回聞きますけれども、ここに至るに当たっ

て、これ以上述べたら一般質問みたくなって

しまうのですけれども、一般質問の中で詰め

てきたお話の結末もいただいていないという

流れを私は捉えていますので、そういう意味

で、副町長さんは、オスパに対して明け渡し

を要求したというが本当のところの事実では

ないかと見ているのですけれども、そこら辺

で今しゃべれることがあるのであれば、おっ

しゃっていただいたほうがありがたいかなと

思うのですけれども、どうでしょうか。しゃ

べれるものであればですよ。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。
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○副町長（染谷 良君） パークゴルフ場の

基本設計を今やっていまして、その関係で、

当然、スカイスポーツの組織の皆さんとも話

し合いの場を、これまでも何度か申し上げて

いましたけれども、先日、そういう場が設け

られまして、私以下で行ってまいりました。

私は仕事の都合で途中で退席しましたので、

冒頭、私が申し上げたやりとりの中身を若干

お話ししたいと思います。

オスパの方が見えられまして、愛好者の方

もいらっしゃったと思います。まず、これま

で、平成１０年ぐらいからだと思いますが、

まちの振興、まちおこしの一環として大きな

役割を果たしていただいているということ

で、そのことをお話し申し上げ、そして、

今、現実の状況は、パークゴルフ場の用地と

して検討のまな板に乗っているということに

関して、大変御心配等をおかけしているとい

うことで、ある意味、あちらの組織の方のこ

とをおもんぱかって、私どもとしても大変心

苦しいものがあるというお話をさせてもらっ

ております。しかし、エリアの中で、何とか

パークゴルフ場の用地として選定せざるを得

ない状況に至っているということで御理解を

賜りたいというような形でお話しさせても

らったところであります。

そのことに関しまして、過去のお話も出ま

した。その会議のときだったかどうかは定か

ではありませんが、私が聞いている限りで

は、最初のころは、町もそれに力を入れた時

代もありました。そういう中でスタートして

いる経過をもっと重んじてもらいたい。ある

いは、先ほど来の質疑の中でもありました

が、愛好者の取り組みだという指摘もござい

ました。ある時期からは、愛好者の自主的な

運営に委ねて、再出発をして、今日に至って

いるというのが今の実態でなかろうかと思っ

ているところであります。

そういう中では、自主的にやるのが非常に

厳しいのではないだろうかと、一方ではそう

いう意見も承っているところでありますが、

やはり、パークゴルフ場のエリアの一つとし

て理解をいただきたいということと、あと

は、ウルトラライトプレーンに限らないので

すが、例えば、ラジコンだとか他のスカイス

ポーツもございます。そのことを含めてであ

りますが、別な形での展開の可能性がどうな

のかだとか、そういうやりとりもこれからさ

せていただきたいというお話をさせてもらい

ました。

私が帰った後は経済部長以下で対応してい

ますので、そのことについてお話しできるこ

とは、部長から答弁させてもらいたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 今、副町長が説

明された内容のとおりでありますけれども、

副町長が退席された後も、運営費の問題、そ

れから、町が今までかかわってきた問題等々

を含めて協議をさせていただいたわけであり

ますけれども、町としては、議会の議決を含

めて、平成１３年３月、１６年３月という形

の中で、スカイスポーツについての一定の方

向性が出されているのではないですかと。

今、ここに来て、町民あるいは議会に向け

て説明できるような内容改善は図られていな

いという認識を持っていますと。そういった

ことで、なぜ運営費等についての補助ができ

ないかというのは、そういうことも含めて御

理解いただきたいというお話もさせていただ

いたところでございますけれども、最終的に

は、堂々巡りの中で会議が終わったというよ

うな形で、再協議をさせていただくというこ

とで、今、再度の日程調整をさせていただい

ているところでございます。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 私は、教育委員会

のときにもこの関係でお聞きしますけれど

も、もう一点、その会合のときに、国道にか

かっているスカイスポーツの絵がついた看板

も下げるのだということも言われているとい

うことは、もう既に、行政側としては、スカ

イスポーツに一定の区切りをつけると大きい
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意味で判断されたのだなというような印象を

私は捉えたのです。そういう意味では、スカ

イスポーツに対する考え方を、今回、パーク

ゴルフということに置きかえながらも、約束

事で、例えば、基本設計は、今後議論するた

めにぜひお認めくださいと、これは記録に

残っているのです。そういうこともあります

ので、スカイスポーツということで皆さんが

既に腹の中で決めているのであれば、そこら

辺を十分に整理されておかないと今後はまず

いのかなと思うのです。広島さん、そこら辺

はあなたの口から言われたことなのかなと

思っていますので、いま一度お願いします。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 最初にありまし

たカントリーサインの話については、行政の

ほうからあの看板をおろさせていただくとい

うような話をしたことはございません。た

だ、協議の中ではそういう話も出てきている

ところがありますけれども、行政のほうから

率先しておろさせていただくというような話

をしたことはございません。

あとは、スカイスポーツの関係について

は、いろいろな形で、最終的には御理解をい

ただくしかないだろうと。スカイスポーツの

旗をおろすということではなくて、滑走路を

使ったスカイスポーツについては整理をした

いということでございまして、先ほどから町

長、副町長が答弁しておりますとおり、パラ

グライダーもございますし、それから、ラジ

コンもそれぞれ活動されておりますので、そ

ういった広い意味でのスカイスポーツの振興

は引き続き図っていきたいということで、こ

れはオスパ側にも伝えてあることでございま

す。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、商工費につ

いての質疑を終わります。

次に、８款土木費、１６２ページから１７

３ページまでの質疑を許します。

総務費、１００ページから１０１ページの

地籍調査費を含めて行います。

１３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） １６５ページ、説

明の３、除雪対策事業費です。これも説明は

受けておりますけれども、いま一度、お伺い

したいと思います。

これは、ことしみたいな雪だと、除雪費が

相当かさむということはわかります。このこ

とに対して、これから、いかにして除雪費の

コストを下げるか、あとは、うまく除雪が回

れるかどうかのことについてお伺いしたいと

思うのですけれども、このコスト削減につい

てはどのように考えているのか。

例えば、直営でやっている排雪は、ロータ

リ車、そして、４トン車が７台か８台がくっ

ついてやっています。太い道路もやっている

と。そういうところをやるのであれば、例え

ば、民間の借り上げ車両は把握しています。

それをいかにして利用するか。どうしても、

直営の４トン車が金魚のふんみたくくっつい

て効率の悪いやり方でやっているのであれ

ば、狭い道路では４トン車を前にして排雪す

るようなやり方を考えるだとか、あるいは、

間口除雪で、例えば、借り上げ車両の中で、

大きな車両もあれば、小さな車両での除雪も

あります。その除雪のやり方で、間口ごとに

考えて、大きい車両の後に、借り上げ車両の

中に小さい車両があれば、それを利用して組

み合わせをうまくやるだとか、排雪をしない

ためには、今度は空き地利用ということもあ

ります。それは民間の土地ですから、夏のう

ちから準備をするだとか、民間の土地を持つ

方にお願いしておくだとか、いろいろなこと

があるような気がするのですけれども、まず

一つ目は、コスト削減の考え方について、こ

れからどのように考えていくのか。

それと、除雪業務というのは、非常に苦情

も多く入るし、また、苦情が入ると、人に

よっては、２時間、３時間と職員の方が拘束

される。そうすると、ほかの除雪作業という

か、指揮系統にも相当支障を来すような気が
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しないではないのです。であれば、最初、民

間の事業者にお願いして、例えば除雪組合み

たいなものをつくっていただくというような

方法もあると思うのです。そういうことも将

来は考えていかなければ、主導は行政ですけ

れども、将来的にはそういったところにやっ

ていただくというような方法を考えていかな

いと、本来の業務に支障があるのかなと思っ

たりしないではないのです。そういうことも

お聞きしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） ただいまの

除雪の関係でございますが、まず、１点目の

いかにコストを下げるかということでござい

ます。

ことしにつきましては、御承知のとおり、

一斉除雪も１０回と、例年に比べてかなり発

生しております。そのたびにいろいろなケー

スが生じてきておりますので、ことしのケー

スを糧にしまして、いろいろな部分で検証し

ながら、今後、次のシーズンの前に、直営だ

とか委託業者さん、いろいろなところの意見

を聞きながら判断をしていきたいと思ってお

ります。

次の苦情の関係で、作業に支障を来すの

で、組合等を設置してはどうかということで

ございますが、おっしゃるとおり、長い電話

だったら１時間を優に超すことがございま

す。近隣の市町村でも、除雪組合等を設置し

て、苦情をそこで受けているという事例もご

ざいます。これらにつきましても、どのよう

な方法がベストなのかということを、やは

り、さきの答弁でございますけれども、業者

さんだとか直営班の内部でもいろいろ意見交

換をしながら見出していきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） 本当にそうなので

す。やはり、機械の動かし方、ノウハウとい

うのは、民間のほうがすぐれていると思うの

です。であれば、先ほども言いましたよう

に、夏のうちから、民間業者あるいは直営の

車両班の人たちだとか、部長も含めてですけ

れども、そういう中に入って本当に協議し

て、中身の濃い、コストのかからないよう

な、例えば、もう一つ、先ほど言い忘れまし

たけれども、優先路線があります。私からす

ると、公共施設で学校、病院があります。そ

ういう路線のやり方だとか、いろいろありま

すので、いろいろと知恵をかりながらやって

いくのが、そして、直近ではなくて、早目、

早目にやっていったほうがいいのかなとは思

います。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） 今回の除雪・排雪

関係は、かつてない大雪に見舞われました。

その中で、まず、冒頭、何度も補正、専決を

いたしましたことに、そして御理解をいただ

きましたことに心からお礼を申し上げたいと

思います。

今、申し上げられましたそれぞれの指摘事

項は、恐らく、かつてない湿った大雪という

のがこれからも続くのであろうなという予感

をしているところでございます。したがいま

して、今までの除雪体制を全く白紙に戻すつ

もりで、直営、民間業者のあり方は白紙の状

態で考えていかないとならないのかなという

思いをしているところでございます。

今、御指摘があったように、すぐにまた冬

がやってまいります。夏の間、十分、私ども

も、今回の除排雪の体制をよく検証した上で

そして、民間業者の方にも大変お世話になり

ました。そういう中で、今後に向けて、どう

いう除排雪の体制が適切か、私どもも十分真

剣に検討してまいりたいと思いますので、ど

うかよろしく見守っていただければと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 全く同じ項目で

す。

私のお株を大原氏がとってしまったので、

出番がないのかなと思いながらも、ただ、効
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率というときも、よく検討していただきたい

のは、同じ排雪でも、例えば、施設の駐車場

もそうですが、大きなショベルを持っていっ

て、その業者がダンプ１台で排雪しているの

を見たら、民間の運搬業、積み込みをやって

いるところにとっては、どういう形で支払い

を起こしているのかなと。ショベルは、例え

ば、集める能力があると思いますが、大型ダ

ンプに積んだら走って投げに行きますけれど

も、大ざっぱに言うと、１台当たりに５台分

を積める能力があるとすれば、施設の排雪の

ときだって、ショベル１台とダンプ１台で

やっているとか、そして、皆さん、どうやっ

てお金を支払っているのですかと。私だった

ら、割合を正規に決めることができるのだっ

たら、ダンプはとにかく積んで走りますが、

ショベルは５分の１ぐらいの支払いしかした

くないですものね。

そういうこともありますので、研究をして

いただきたいと。大原氏と同じことで、研究

していただきたいという意味です。

それからもう一点、副町長も大変だと思う

のですが、専決処分、これは、私は、正直

言って災害の部類だと思っているほうです。

でも、これを境にして、ある一定額をどんと

つけませんか。どんと。

こういうものは、使い切れという予算では

ありません。あくまでも、こういうものは。

そういう考えも、できたら副町長にお示しし

ていただきたいのですが、心の御準備がよろ

しければお答え願いたいなと。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） このことに関しま

しては、吉住議員と、非公式で私といろいろ

意見交換をする中でお話ししたので、今も同

じ思いでおります。やはり、災害に類する取

り組みということでいくと、これからは大雪

の量が今までと大分違うだろうということが

予測されますので、そういう意味での予算の

積算というのは必要なのかなと思っておりま

すので、思い切って、極力頑張るようにした

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、除雪に関して、

お２人から貴重な提言をいただきました。も

とより、我々民間でできるものについては民

間でやっている。そして、町内には数社の運

送業者があるということで、これが全くない

地域、市町村もあるわけでありますから、そ

ういった意味で、全面的に組合をつくって受

けていただけるということであれば、冬ばか

りではなくて、夏も、できれば声を発してい

ただきたい、そして、そういう検討をしてい

ただいて、さらに深みを持って御提言をして

いただきたい、そのように思います。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 私も、同じ１６５

ページの除雪対策事業なのですが、違う観点

で伺います。

雪捨て場で現在使っている部分は、町も、

開発建設部も、それから土木現業所も、それ

ぞれの路線の排雪をあそこに集中してやって

いると思うのです。

それで、私も、以前から通ったりしていろ

いろな話を聞く中では、出入り口が１カ所し

かないというようなことで、ここ数年のよう

な大雪が降りますと、いわゆる排雪業者ばか

りではなくて、個人のトラックだとか、軽ト

ラにコンパネで自宅の雪を排雪するとか、そ

ういうようなことで、あそこの入り口部分が

交通渋滞なっているというようなことに鑑み

ると、冬の雪捨ての時期だけ一方通行にでき

ないかと。これは、国道も道道のほうも町の

そういうところを利用してやっていますか

ら、何とか財政面でも開発建設部や土現のほ

うと調整しながら、ワンウエーで捨てていけ

るように、それによって交通渋滞を解消でき

るということにつながるかと思いますので、

そういった部分について、町のほうで協議す

べきではないのかなという思いを持っており

ますので、そのことについて何か考え方があ

れば。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） ただいまの
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雪捨て場の交通渋滞の関係でございますが、

現実に、ことしも、国道３９号は網走方面で

通行どめ等がありました。そのようなとき

も、直接、雪捨て場に行くということも若干

関連していますが、渋滞も生じております。

このようなことから、国道、道道に面して

いまして、いろいろな規制等があろうかと思

いますが、まずは相談することから始めて、

渋滞の解消につなげていきたいと思います。

よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、土木費につ

いての質疑を終わります。

次に、９款消防費、１７４ページから１７

５ページまでの質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、消防費につ

いての質疑を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開を、２時２０分といたします。

午後 ２時１２分 休憩

────────────────

午後 ２時２０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

引き続き、質疑をいたします。

次に、１０款教育費、１７６ページから２

１１ページまでの質疑を許します。

３番中嶋すみ江さん。

○３番（中嶋すみ江君） １８３ページの上

から３行目、窓ガラス飛散防止業務委託料の

ところなのですけれども、これは東陽小学校

だということは理解させていただきました。

そのほかの学校でも飛散する可能性が危惧さ

れる学校はありますか、お伺いします。

○議長（古舘繁夫君） 学校教育主幹。

○学校教育主幹（石澤 憲君） 窓ガラスの

飛散防止業務の委託料についてでございます

が、御承知のとおり、東陽小学校の玄関は、

斜めにガラスのほうを設置されているような

状況になってございます。本年度につきまし

ては、その部分のガラスの飛散防止の措置を

施そうとするもので、ほかの学校につきまし

ては、東陽小学校のような施工をされている

学校はございませんので、今のところ、やる

考えはございません。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 二つのことについ

てお聞かせ願いたいと思います。

まず一つ目は、１９５ページの町民会館改

築実施設計委託料５,１２９万円のことと、

二つ目は、２０９ページの河畔公園パークゴ

ルフ場実施設計委託料１,３５０万円につい

てお聞かせ願いますが、まず１点目の１９５

ページの町民会館のほうについてお尋ねいた

します。

総務常任委員会において、４種類の基本設

計の途中だという断りの中で見させていただ

いているところであります。ただ、それに対

して、例えば、どのぐらいの総額がかかりそ

うかとか、基本設計の中でもありますが、そ

ういう話を聞いても、なかなか明確な答えが

ありません。４種類以上あるかもしれないの

ですが、基本設計に対する詰めの議論もまだ

お済みでない、こういう印象を持っていると

ころであります。

そういう中で、速やかに、予算の説明のと

きに、基本設計から実施設計に行きたいと

おっしゃっていますが、そこに取り扱いの仕

方として大きな間違いがあるのではないかと

いうところをお聞かせ願いたいのです。

基本設計のときに、しっかり無から有にす

るために、結果として、そのときにしっかり

議論をして、かかるお金の大つかみの予測だ

とか、まだ基本設計も正直に言って成果品と

して見ていないし、議論もしていない。日本

語というのは便利ですね。速やかにと言われ

れば、まことしやかにいいことだと思うかも

しれませんが、そこら辺に手順として大きな

大きな過ちがあるのではないかという意味

で、基本設計の成果品をもとにした議論が進
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んだ上で提案すべきでないかということをま

ずお聞かせください。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 町民会館の実施設

計の委託の部分についてお話をさせていただ

きたいと思います。

手順の誤りではないかというお話でありま

したけれども、問題点の整理の中で御説明を

させていただきましたけれども、建てかえを

スムーズに進めるためにこういう方法をとら

せていただいたということは説明したところ

でございます。

今回、実施設計業務に当たって、その積算

の仕方が、本当に基本設計をベースとして積

み上げをしないと実施設計に行けないという

ことであれば、今、議員がおっしゃったよう

な手法をきちんととるべきだというふうに私

は思っております。今回は、そういう手法で

はなくても、実施設計のお金は出せるという

ことでしたので、繰り返すようでございます

けれども、要は、実際のスピードを上げるた

めに当初から組ませていただいたということ

であります。

基本設計については、今回、総務常任委員

会のほうに説明をさせていただきましたけれ

ども、それは、あくまでも今時点での報告と

いうことでございまして、今後、当然、ある

程度煮詰まった段階の要所、要所できちんと

説明した中での論議をして、その中で、最終

的には基本設計としてのまとめをきちんとし

て、お示しして、前へ進めていきたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） この点の２回目の

質問です。

基本的に、もう既に大きな、大きなずれが

あるかなと。私ども議員は、４月になりまし

たら、任期が切れまして、選挙があります。

町民に訴えているのは、しっかり行政の

チェック機能を果たすための議員にならせて

くださいと立候補する人が大多数の方だと私

は認識しているところであります。

そういう中で、先ほどの話は、これは水か

け論になるかもしれませんが、基本設計すら

確認していない。多分、こういう積算をした

のでしょう。設計費だけを見ますと、例え

ば、平米で最大何ぼだから、平米に対する道

なのか、国なのかわかりませんが、一定の設

計料の坪単価、平米単価があります。最大を

見ておけば、それ以上は外れないという意味

では、今回上げられた数字の計上は可能だと

思っていますが、そういうことの議論ではな

くて、根本的に町民会館はどうあるべきだ。

それを議論するために基本設計をお認めいた

だきたいとまで言われて、基本設計をされて

いる。今、されている最中、議論している最

中です。そうであれば、なおさら、基本設計

でどういう形になるのか。形というか、例え

ば、平米数、機能もそうです、用途もそうで

す、具体的に。こういうこともわからないう

ちに、実施設計は数字を弾けます、一定のは

できますからいかがでしょうかねと言ったと

ころで、めくら判を押すわけにはいかないと

いうのが私の話として言いたいところなので

すが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 町民会館を改築す

るということについては、町長のほうから考

え方をきちんと皆様に説明した中で、改築と

いうよりも、建てかえをするということで進

んでいるものと私は認識しております。

そういった中で、どういう形、大きさにす

るかという部分については、今、実際には委

託をしてやっているわけですけれども、要

所、要所の中で皆様にきちんと理解を求めて

いくという部分においては、その流れをきち

んとしていって、今回、このような手法で予

算計上したことについては御理解をいただき

たいというふうに考えております。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 正直に言って、
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今、説明をなさっていることと私がお尋ねし

ていることは、相当なすれ違いがあるのかな

と。そういうことで、町民会館のことはこれ

でやめておきますが、あとは表決があります

ので、表決のときに私の態度を示したいなと

思います。

言わんとすることは、山のものとつくのか

―基本的に個人的な意見は避けますけれど

も、私は、本当に個人的な意見を述べられる

のなら、さっさとつくりたいぐらいです、町

民会館のほうは。だけれども、そのことと手

順というのは違うのではないか。基本設計で

一定の規模、機能をすり合わせた上で、これ

だったら行きましょうと。私は、自分の精神

を言って申しわけないけれども、早い話、実

施設計を認めるということはゴーサインだと

思うタイプなのです。そういうタイプの人間

なものですから、基本設計ができ上がって、

成果品を見た上でしっかり議論をしておかな

ければ、犬の遠ぼえ、後からの何だかという

やつで、発言する場がなくなると思っている

ところであります。

そこら辺は、３回目なのでこれ以上はしゃ

べれませんが、あえて、教育長、そのことを

十分承知の上、３回目の答弁がありましたら

お願いしたいのですが。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 基本設計、基本構

想という部分については、基本的には事前に

協議をしてまとめております。そして、今

回、議員の皆様にお示ししている部分につい

ては、全くゼロということではなくて、ある

程度詰めたもので、ただ、今、最終的に細か

い詰めの部分をやっているところでありま

す。そういう意味では、当然、使われる方と

の協議を何度もやっておりますし、あとは、

議員の皆様に対する説明が非常に不親切では

ないかということにおいては、皆さんに対し

てはおわびしなければいけない部分ではある

と思うのですけれども、全く何もないところ

で実施設計をお認めいただきたいということ

とは私は違うというふうには思っておりま

す。

そういう意味では、今回、不十分ではあり

ましたけれども、今の状況で、ある程度形が

見えてきたものを前提に、あとは、利用者の

細部の部分とか、維持管理にどれぐらいかか

るかとか、細かいところの詰めをきちんとし

て、たとえ、実施設計を認めていただいたか

らといって、行政が好き勝手にやれるという

仕組みではございません。そういった中で

は、きちんとその中で私どもが説明したこと

を理解していただく、それから、直さなけれ

ばいけないところは直した中で最終決断をい

ただく時間は十分にあるというふうに感じて

おりますので、今回の実施設計については、

御理解いただきたい、お認めいただきたいと

いう考えであります。

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） ３回というルール

ですから、二つ目の項目に移らせていただき

ます。河畔公園パークゴルフ場実施設計委託

料のことであります。

基本的に、先ほどの項目と似たような話

で、同じような組み立てを私はしているとこ

ろであります。

それを踏まえたとするならば、２点目の質

問の一つ目ですが、これは質疑ですからなか

なか聞くのが難しいと思いながらも、お許し

いただきたいなという気持ちが半分以上ある

のですが、私との一般質問のやりとり、これ

は記録に残っています。基本設計の議論を今

後詰めていくために必要ですよと、こういう

趣旨のことは、あえて言えば、私が確認して

記録に残させていただいているところであり

ます。そういう意味を踏まえた上で、総務常

任委員会にパークゴルフ場の御説明があった

と。７２ホールでしたかね。そのことは余り

ぐだぐだ言いませんが、こういう議論過程

だったと思うのですね。

あの場所でやるのだったら滑走路はどうな

るのですか。いや、描いてみなければわから
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ないというお話でした。だから、基本計画を

描かせてくれという成り立ちだったと思うの

です。

そうしたら、持ってきたのが７２ホールの

図面。私だったら、このことは、多分、記録

に残っていらっしゃると思いますけれども、

いろいろな図面を描きました。いろいろなと

いうのは、配置という意味ではなくて、現況

の滑走路を仮に残したら、思っているコース

が２０ホールしかできないのだとか、最初に

言っていた５４ホールを公認コースという意

味で欲しいのなら、５４ホールを描いたらこ

うなるのだとか、ましてや、７２ホールの図

面を見たら、それこそ、一番奥でラジコンも

ローラースケートもできない図面だったよう

な気がするのです。そこら辺も、簡単に言え

ば、私どもにお尋ね、お伝えすることは、こ

の間が初めてだったし、それ以上の会話も進

んでいない中で、速やかに発注したいという

説明は受けていますが、わけがわからないで

す。そうしたら、いつ議論できるのか。

先ほどの話に戻りますが、私は技術屋上が

りなので、実施設計ができるということは、

すなわちゴーサインだというふうに思ってい

ます。そうであるならば、基本設計でしっか

りその中身だとか考え方だとかを持っていな

ければいけない。これが１点。長くなりまし

たがね。

そう言いながら、２点目であります。

団体名が間違っていれば御指摘ください。

オスパという団体だったと思いますが、先ほ

ども別な科目でスカイスポーツのときにち

らっとお聞かせいただきましたが、漏れ聞こ

えるところによると、集まってください、会

話をしましょうという会合のあり方は、私個

人としてはどうでもいいのです。ただ、皆さ

ん方は、スカイスポーツをやっているあの格

納庫は、簡単に言えば、出て行ってください

だとか、もう着々と皆さんの思いはお伝えし

ているのかなと思っています。そういうこと

があるなら、逆に、我々にも、その内容と

か、状況とか、基本計画をもとにした考え方

がどこまで進んでいるのだと言うのが筋であ

りまして、何のお知らせもしていただいてい

ないし、議題にもしていただけない。議論す

るためだという言葉にもう一回戻りますけれ

ども、議論すらしていないで、何をもとに組

み立てていらっしゃるのか、疑問に思うとこ

ろです。

１回目は、これについてお伝えください。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） パークゴルフ場の

関係でございますけれども、こちらに関して

は、私は、まず、経過の部分については、

今、御指摘のように、何も説明されていない

ということに対してはおわびを申し上げたい

というふうに思っております。

２月の全員協議会で、一応、今の状況の説

明をさせていただきました。その説明につい

ては、本当にその時点での検討の状況でしか

お伝えしていないと。本来、今、御質問があ

りましたように、言うならば、そこに至った

状況とか経過については全く説明されてきて

いないということに対しては、繰り返しにな

りますけれども、おわびをしたいというふう

に思っております。

当然、６月の全員協議会、それから、６月

の吉住議員の一般質問においては、町長も私

も、要は、あそこでどういう形ができるかと

いうことをきちんと基本設計で考えた中で、

それも一つの判断として進めていきたいとい

うお話をしております。それは、内部として

は、一つずつステップを踏みながら、いろい

ろな検討をした中で、その都度、町長にも判

断を仰ぎながら、今回、皆様にお見せした形

にたどり着いたと。

では、そのたどり着いた部分については、

例えば、どうして既存施設との融合ゾーニン

グができないのか、それから、航空公園との

共存のために滑走路を残すという検討とか、

それから、今回、内部協議を事前にしていた

ときは５４ホールだったのですけれども、最

終的には７２ホールにたどり着いたとか、や

はり、私の反省としては、そういうことが皆
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さんにきちんと説明してこなかったために、

非常に御理解いただけない部分、逆に皆さん

が混迷を来した状況かなというふうに思って

おります。そういう中でいけば、そういう経

過の部分については御説明をさせていただけ

ればというふうに思っております。そのこと

で御理解をいただきたいというふうに思って

おります。

あとは、スカイスポーツの部分について

は、先ほど、７款商工費のところで経済部長

のほうからもお話をしていただいております

けれども、こちらについては、町の意向をき

ちんと伝えながら、要は、今回の滑走路を

使ったスカイスポーツというか、ＵＬＰが使

うような状況の部分については一定の整理を

したいという話で進めるということで私ども

は理解しておりますので、それは、今回、全

体のプロジェクトということで、教育委員

会、建設水道部、経済部でやっておりまし

て、それぞれの役割として誠意を持って進め

ていく考えでおりますので、御理解のほど、

よろしくお願いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 教育長、今、私自

身は、パークゴルフ場が悪いという議論はし

ていないと思っています。町民会館も等しく

です。ただ、一つずつ皆さんに御理解をいた

だくのに詰めていかなければいけないこと

が、行政内部の連絡だけで積み上がっている

と思ったら、やはり、最終的には大きな間違

いを起こすのではないかと懸念しているとこ

ろもあるのです。

実は、私も、４月の末に選挙戦を戦わなけ

ればいけない立場を自分で選んでいるところ

でありますけれども、いろいろな方のお話を

聞いていると、いっときのパークゴルフ場に

対する思いと違うような雰囲気を私は感じて

います。だから、なおさら、今回の項目は

パークゴルフ場ですけれども、基本設計をよ

く見させていただいた上で、自分にとっても

大きな大きな判断をしなければいけない、そ

う捉えているのです。そう捉えた上で、また

同じ話に戻ってしまうのですが、見てもいな

い、議論過程を確認させてもいただいていな

い。

広島部長に振るつもりはないですが、スカ

イスポーツの手をおろすつもりはないと。し

からば、パークゴルフ場は５４ホールで私は

とりあえずいいのかなと思っていたのです

が、それを７２ホールにと。というのは、あ

の奥の八の字の場所、使い方によっては、も

し使えないとしても、その過程も言っていた

だかないと会話が進まない。説得に応じられ

ないのです。説得されたくても。皆さんが言

う基本設計を含めて、議論するために必要だ

という、役場、行政内部だけに必要な議論の

ために書いているものではない。

これ以上やると一般質問にだんだん近くな

りますので、やめようとしていますが、そう

いう意味で大きな大きな勘違いをされてい

る。ですから、結果的には同じ話になります

ので、３回目もできるのですが、２回目でや

めます。過去の歴史も踏まえつつ、新しいこ

とが本当に喜ばれることなのかなということ

も、各議員、選挙戦を通して、新たな立場に

なったときに、真摯にお答えしていかなけれ

ばいけない行為だと思っていますので、そこ

ら辺、行政側の皆さんにおかれましても、正

直言って、説明はわけがわからない状態で

す。

そういう意味では、この一般会計は、私な

りの判断はさせていただこうということを言

わせていただいて、私の質疑をやめさせてい

ただきます。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、御指摘のとお

り、進める中においては、皆様方に説明を丁

寧にしてきていないという部分においては、

おわびをしたいというふうに思っています。

ただ、やみくもに何かをぼこっと立ち上げ

て、それをお示ししたという考えは毛頭持っ

ておりません。ですから、一つの判断に至っ

た部分については、一応、積み上げでもやっ
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てきておりますし、今回、３月までの基本設

計の委託ということでございますので、その

中に検討経過を全部まとめられる形で今整理

をしていますので、それをもってきちんと皆

様に御説明をして、理解をいただきながら、

進める考えについては全く変わりませんの

で、御理解をよろしくお願いしたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑をされる

方。

１３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） 吉住議員と同じよ

うなところで、町民会館の基本設計とパーク

ゴルフ場の基本・実施設計についてお伺いし

たいと思います。

町民会館の実施設計、基本設計の諸団体、

関係団体との話をした上で、プランとしては

４通りが出てきているということであります

けれども、その４通りのプランは、町民会館

の諸関係団体との話し合いの中でそういった

ものが出てきたのか、あるいは、これからど

のような話をしていくのか、その辺を町民会

館建設主幹のほうにお伺いしたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町民会館建設主幹。

○町民会館建設主幹（斉藤浩司君） 町民会

館の基本設計の先ほどの４プランでございま

すが、まずは、町民会館の基本設計は、昨年

１０月から、関係団体の皆さんの御意見を反

映して、しっかりした基本構想をまず作成し

ようということで、言葉で作成しておりま

す。その後、その構想案をもとに、それで

は、どのような現状の配置にするかというこ

とで、皆様の御意見を全て含めると大きな施

設になってしまいますので、現状の施設の建

てかえということを基本にして、その中で、

設計業者に、町のほうから意向を伝えて、プ

ラン案を出していただいております。その中

で、やはり、今の第２ホール、第３ホールが

大部分の面積を占めますので、プランは、当

初、相当数ございましたが、その配置の仕方

によって絞り込んだのが４プランでございま

す。それを関係団体の皆様にお示ししている

状況で、その前段では、文言だけを関係団体

の皆様にお伝えしてもわからないであろう、

絵にしないとわからないであろうということ

で、図案化して、それではこういう案が考え

られますよということで提案したのが４プラ

ンでございます。

もちろん、この後、そのプランをもとに、

その案については総務文教常任委員会でも御

説明させていただきましたが、今後、その案

への意見をもとに絞り込みを図って、まずは

各施設のゾーニングを優先で進めたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） 町民会館は、やは

り、大きな建物ですし、町民の憩う場所とい

うか、使用頻度が高い場所だと思いますの

で、関係団体あるいは議会のほうにもよく説

明して、例えば、総務文教常任委員会のほう

には説明しているけれども、片方の委員会に

はまだない、ましてや、見ていない方も多分

多いと思うのです。そういうことも、どこか

で機会があれば、団体の方などへ話を進めて

いく、あるいは議会のほうにも、なるべく全

員にわかるような説明をしていただきたいと

思います。

それと、パークゴルフ場ですけれども、や

はり同じようなことで、パークゴルフ協会の

方、あるいは、オスパ、オホーツクスカイス

ポーツ振興協会の方たちとのお話し合いの中

で、どのように話をしてきて、今、このよう

なプランまで持ってきた経緯というのをお伺

いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） まず、町民会館

の今後の進めにつきましては、各団体なり利

用されている方々の意見を聞きながら、４パ

ターンをある程度絞り込んでいく状況になる

かなというふうに思っております。その折々

の中で、今後、ある程度詰めていく段階で議

会の皆様方にも説明をさせていただきたいと
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いうふうに思っております。

次に、パークゴルフ場の整備に当たって

は、私ども教育委員会といたしましては、利

用されている方々が一番利用しやすい、いい

パークゴルフ場のコースのあり方といいます

か、配置のあり方について、これまで、大き

くは２回ほど、全体の意見を聞く中で、最終

的には、この間説明させていただいたのは途

中経過ということであるかもしれませんけれ

ども、ゾーニングの形に一応はなったという

経過にございます。

以上、よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） オホーツクスカ

イスポーツ振興協会との協議の経過でござい

ますけれども、昨年の５月に、現パークゴル

フ場の上流側である航空公園エリアも対象と

したパークゴルフ場の整備構想について、オ

スパの役員の方に御説明をさせていただいて

おります。その後、６月に基本計画を発注す

るに当たって、滑走路も含めたエリアでの基

本計画となるというような形のお伝えをさせ

ていただいているところでございます。

その後、１２月に、基本計画の原々案がで

き上がってきたということで、説明をした上

で、早急に、総会等の中で御説明をさせてい

ただきたいので、総会等を開催していただき

たいという要請をさせていただいたところで

ございます。

その後、１月に再度説明を行いたい旨の申

し入れをして、２０日までの開催ができない

かというお願いをしたところでございますけ

れども、開催は難しいということで、２月に

オスパの拡大役員会が開催され、それについ

て、その場で御説明を申し上げたところでご

ざいます。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） パークゴルフ協会

との話の流れはわかりました。

ただ、今、スカイスポーツ振興協会との話

し合いの中で、２月に拡大役員会を開いて、

ただ、その内容が、返事をもらっているの

か、あるいは、ただ一方的に話したのか、向

こうの意向がどういうふうになっていたの

か、ちょっと酌み取れなかったものですか

ら、その辺がもしわかれば、いま一度、お願

いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 内容等について

御説明を申し上げましたけれども、了解をい

ただいたというわけではございません。それ

で、再度、重ねて協議をさせてくださいとい

うことで、先ほども答弁をいたしましたけれ

ども、現在、日程調整をさせていただいてい

るところでございます。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） 確かに、これは、

急ぐような事業なのかなとは思っておりま

す。ただ、私個人の思いとすれば、確かに、

総会の日延べというのは、僕に言わせれば、

非常にだらしない協会だと思っています。で

も、返事をもらわないうちから、こういうこ

とをやりますというのは、押しつけみたいに

しかとれないのです。であれば、向こうのほ

うも、結構反感を持つようなこともあり得る

のかなというふうにとれるわけです。

これを見ると、６月、１２月、１月、２月

と、半年が過ぎていますけれども、スカイス

ポーツ振興協会のほうに総会の申し込みとい

うのをもっともっとやってもよかったのかな

と思うのです、要請というか。もう時間がな

いものですから、その辺をもっともっとやっ

ていただきたい、何度も。

それともう一つは、基本構想の図面あるい

は考え方の中に駐機している飛行機の展示場

がありますけれども、あの件に関しても、簡

単にあそこを駐車場にしたいというような思

いがあったようです。ただ、私もどこかでお

話をさせていただきましたけれども、あそこ

に展示しているヘリコプターは、天皇陛下が

乗ったヘリコプターであって、日本には２機

しかない大変貴重なヘリコプターだと思って

いるのです。それを、いとも簡単に、あそこ

にパークゴルフ場の駐車場をつくるから、要
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らないだとか、返すだとか、そういう簡単な

発想でよかったのかなと思います。

その辺の考え方も、いま一度、お伺いした

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 今、大原議員か

らございましたヘリコプター、展示機の関係

につきましては、今後の考え方の中で整理を

させていただきたいと思っておりますので、

御意見としてお伺いしたということにさせて

いただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） オスパの関係であり

ますけれども、基本計画ができた段階で、各

パークゴルフ団体を初め、それが始まる前に

先立って、オスパの会長さんを含めて私たち

は話したことがありますので、そういった意

味で、最大の配慮をしたと、そのように思っ

ておりますので、御理解をいただきたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） ２項目、御質問をい

たします。

一つは、小学校費、中学校費に共通する就

学援助にかかわってであります。もう一点

は、河畔公園を使ったパークゴルフ場の実施

設計にかかわる幾つかの点をお伺いしたいと

思います。１８５ページと１８９ページ、河

畔公園は２０９ページです。

ことしの１月１５日、文科省が就学援助に

関する資料を公表しておりまして、それによ

りますと、美幌町の就学援助の実態は、要保

護、準要保護を合わせて１５.４２％と、多

分、これは推計だろうというふうには思って

はおりますが、そうなっております。全道の

平均は、美幌町よりも７.５４％高い２３.０

６％という状況で、それから見ますと、３分

の２の水準かなというふうに思います。

なお、全道では、要保護、準要保護を合わ

せると３０％を超えている町が１３あるとい

うことで、生活保護費に対する倍率ではほと

んど同じの１.３倍で、その網の目の中で結

構差が出ていると。美幌町も少しずつ知られ

てきているので、それなりの努力はされてい

るというふうに思うのですが、まだまだ隠れ

ている存在かなというように思っています。

できるだけ父母の負担を軽減する、義務教育

はできるだけ無償に近づけるという理想に向

かっていくと、まだ努力の余地はあるのかな

というように思っております。

疑問点整理の中でも若干お話しさせていた

だきましたが、こういう全道の中での比較を

見た場合に、改善の余地がもっとあるという

ふうに思うのですが、この際、教育長のお考

えをこの点では聞かせていただきたいと思っ

て質問いたしました。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、数値的なお話

をしていただきました。美幌町の場合は、数

値的には非常に低いという部分ではありま

す。低いという意味の中でいけば、他の部分

の中で比較して低いからというふうに単純に

受けとめるのか、地域性があるのか、いろい

ろ考えられることはあるというふうに思いま

す。

ただ、今、大江議員がおっしゃったよう

に、本来、そういうものを受けられる人が見

落とされているということがあるとするなら

ば、それは、今以上に努力をして、きちんと

給付を受けられるように努めてまいりたいと

いうふうには思っております。

そういう意味では、今後もＰＲ、それか

ら、手続的には、借りやすくというよりも、

申請しやすく、できることは改善していきた

いというふうに思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 多分、この１０年間

を見ますと、美幌町も右肩上がりになってき

ています。ただ、全道で言えば、１０年前と

比較をしまして６.２％ぐらい上がっている

という状況にあります。いずれも、それぞれ

地域の実情はあるというふうに思いますが、
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美幌町も決して豊かな町とは言えないので、

ぜひ、該当する方々に対して周知を図ること

と、受けやすい条件をつくっていくというこ

とで、ぜひ今後も努力していただければと思

いまして、これは要望ということにしていき

たいと思います。

２点目に移ります。

河畔公園のパークゴルフ場の問題ですが、

基本計画の段階で、これは私自身が思ってい

るのですが、河畔公園を活用してパークゴル

フ場にするという判断は、もっと遠くのとこ

ろで新しい土地を求めてパークゴルフ場を造

成するという従来の方針から言えば、私は歓

迎できる話だというふうに基本的には受けと

めています。

もう一つ、航空公園の滑走路との関係で言

えば、どの時点だったかは定かではないので

すけれども、滑走路を残すことによって、滑

走路の両幅と、その延長線上と、その上空に

利用規制が当然あると。このままでは、パー

クゴルフ場の造成計画に大きく影響があっ

て、共存は無理だろうというふうに、私自身

は腹の中では共存できないのではないかとい

うように思っておりました。

したがって、計画をつくる段階の中で、い

ろいろな絵が描かれるのだと思うのです。残

した場合はどういう絵になるのか、そういう

点では、まだ議会側に示されていない絵が幾

つかあるのではないか。それを私も含めて誰

も見ていない。

だから、作業工程の中で没になったであろ

う幾つかのプランについては、開示してもら

わないといけない。その結果、その理由も含

めて、なるほど、最終案がなぜ出てきたのか

というところが基本計画の土台の部分ではな

いかというように思うのですが、それがある

のであれば、ぜひお示しいただきたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） まず初めに、今、

御質問の、それぞれの経過、経過のものを皆

様にきちんと伝えてこなかったということ

は、先ほどからおわびしておりますけれど

も、それは進め方の非常にまずいところで

あったというふうには思っております。

今回、町長が、小谷沢から既存のゴルフ場

の間のエリアで検討したいという部分におい

ては、当初から他の場所を選択したのは、や

はり、雨が降ったときに浸水する可能性があ

るということがあって、なかなかそういう判

断をされなかったのかなというふうに思って

おります。

そういった中では、上流の部分は、実際

に、境界のところ、既存の一番端っこという

のは、標高でいけば大体１５.４メートルあ

りまして、スカイスポーツの滑空場のところ

は、ちょうど小谷沢ぐらいまで行けば１８.

４メートルですから、３メートルぐらいの差

があって、水がつくことはほとんどないだろ

うと判断ができるという整理は一つされてお

ります。

それから、航空公園との共存ということ

で、前回の６月の補正をいただくときに、大

江議員のほうから、当時は、面積的な話をし

たときに、当然、滑空場の安全を確保するた

めの進入路のエリアがあって共存は難しいの

ではないかということも私は理解しているつ

もりでした。ただ、そのときに、それを除い

てでも、その可能性はないかということで検

討しておって、当時は、単純に今回発注した

ところの面積は小谷沢から約９.６ヘクター

ルあるのですが、そこから、実際には、滑空

場の舗装部分を引くと約４.２ヘクタールぐ

らいしか残らないという一つの資料がまとめ

られております。

ですから、４.２ヘクタールで考えます

と、厳密には、公認コースを得るためには、

１８ホールで大体０.７ヘクタール以上あれ

ばとれると。ですから、４.２ヘクタール残

りますけれども、単純な計算でいけば、約６

コースぐらいがとれる形なのです。ですか

ら、１８掛ける６。でも、現実的に、理論計

算の中で、今、皆さんがゆったりつくってい

るところというのは、面積的にいいますと、
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既存のコースで、１８ホールで２.３ヘク

タールぐらいを使っているのです。ですか

ら、公認では１８ホールで０.７ヘクタール

あればいいとは言っているのですけれども、

これは、当時、パークゴルフ場の関係者方と

のお話の中でいけば、やはり、今のところと

比べてよいものをつくると考えれば、まずは

ゆとりですよねと。そう考えると、やはり、

１８ホールで２ヘクタールから２.４ヘク

タールぐらいの面積をとってほしいという話

です。そうなると、先ほどの４.２ヘクター

ルぐらいでいけば、３６ホールぐらいはでき

るのですが、では、今度はコースをどういう

動線で回るかというふうに考えた場合に、そ

れは現実的には無理だろうという一つの判断

をさせていただきました。

ということは、逆に考えれば、あそこのエ

リア全部を考えないと難しいだろうという整

理をさせていただいております。それは、コ

ンサルのほうのそういう話をして、そういう

資料は報告の中に載せるようにきちんとつ

くってあります。ですから、資料が全くない

中で考えたということではなくて、そのこと

は検討されていると。

ですから、そういう一つ一つ進めてきたと

ころの報告をきちんとして、皆さんに状況、

状況を説明するというふうに私は言っており

ましたけれども、それを今までしてこなかっ

た部分については、きちんとおわびしなけれ

ばいけないことだと思っておりますし、そう

いう経過の部分の資料は報告の中に入れても

らいますし、そういうものはあるというふう

に御理解いただきたいというふうに思ってお

ります。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 基本計画から実施設

計に向かう橋の構造からいったら、基本計画

段階で示されたいろいろな条件は、なるほ

ど、今、町が考えようとしていることについ

ては理解ができるという基本的な材料だとい

うふうに思いますので、お示しいただければ

ありがたいと思います。多分、それがなけれ

ば、基本計画から実施設計に向けての条件整

理が整わないのではないかなというように思

いますので、一つはそのようにお願いをした

いと思います。

もう一つは、航空公園がほとんど活用され

ていない中で、その団体との交渉のあり方な

のですけれども、その団体のこの間の活動状

況についても、やはり明らかにしていただく

必要があるのではないかと思います。１０年

ほどの間に総会は何回開かれたのか、活動の

実績とは何か。

確かに、利用されていましたので、既得の

権益はあるのだと思っています。あるので、

いろいろな説明をしていると。ただ、その権

益も、権利の上にあぐらをかいている者はそ

の権利を主張できないという部分があるのだ

と思うのです。あるのだから、絶対に不可侵

だということにもならないのではないかと。

これを判断するのは町民なので、しかも、ま

だ答えを出していただけていないというので

あれば、なおさら問いかけて、今日まで一体

どれぐらいの期間があったのだということな

ども含めて、これも基本的なデータなのでお

示しいただきたいなと。

議場などでも耳にはしているのですけれど

も、紙に書いた資料として持ち合わせていな

いので、人に対して説明は全くできない。判

断を迫られている状況なので、これらも簡潔

に整理していただいて、資料として渡してい

ただければありがたいと思いますが、いかが

でしょうか。（発言する者あり）

○議長（古舘繁夫君） 暫時休憩いたしま

す。

３時３０分から再開します。

午後 ３時１７分 休憩

────────────────

午後 ３時４４分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

答弁をお願いいたします。

教育長。

○教育長（平野浩司君） 皆様に今お配りし
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た資料等について御説明をさせていただきた

いというふうに存じます。

まず最初に、図面についての説明をさせて

いただきたいと思います。

まず最初の１ページを開いていただきたい

と思います。

この図面はどういう図面かといいますと、

航空公園との共存、言うならば滑走路を残す

ということを前提で検討した図面でございま

す。それで、全体の面積については９.６ヘ

クタールありますので、そこから、単純に滑

走路の舗装部分と着陸帯を、真ん中に書いて

ありますけれども、滑走路の幅を４０メート

ルでとって、誘導路の分も残して、差し引き

が４.２ヘクタールございます。先ほど

ちょっとお話ししましたけれども、公認コー

スの０.７ヘクタールという考えを持った場

合には６コースがとれますけれども、もしゆ

とりを持って配置するという考え方でいけ

ば、図面の向かって右側でいけば、ここで９

ホールできると。それから、向かって左側で

あれば、３６ホール、面積的にははめられる

のですけれども、やはり、パークゴルフをす

るときの動線の問題、それから、飛行機が着

陸するときの安全帯の部分を考えると、ここ

に滑走路を残して検討するのは難しいという

判断をした図面でございます。

次は、２枚目をお開きいただきたいと思い

ます。右下に２と書いてございます。

これは、５４ホールの検討でございます。

５４ホールの部分でいけば、何で小谷沢側の

ほうに寄っているかといいますと、もとも

と、今回の中でどこを中心にするかというこ

とで論議をさせていただきました。そういっ

た中でいけば、既存の対象場所のところの道

路を使うということは非常に危険だと。そう

なると、今のスカイスポーツをやっている公

園の出入り口を中心にすることが望ましいと

いう考えを持っております。

それから、途中で農地を所得して、そこに

道路をつけたら、進入路、言うならば、道道

から堤防までに新たな道路をつけたらという

検討もしたのですけれども、それは多額な費

用がかかるということで、やはり、クラブハ

ウスを検討しているスカイスポーツのところ

になると、どうしても、上流側、小谷沢のほ

うから配置することが望ましいのではないか

ということで、５４ホールのパターンを２通

りつくりました。それが２ページ、３ページ

でございます。

一方では、７２ホールはどうなのだという

御意見もありました。その中で、一応、パ

ターンとしては、５４ホールと７２ホールの

検討をする中で、パークゴルフの愛好家の

方々と協議をさせていただいた中でお話が出

たのは、今のパークゴルフ場を廃して新たに

つくるということであるのであるから、当

然、ゆとりのあるコースをつくってほしい

と。特に、ひょろ長い形状になっている中で

本当にゆとりのあるコースができるのですか

という意見がありました。

その中で、結果的には、１８ホールで、既

存のコースは平均すると大体２.３ヘクター

ルの用地を使っているので、今回、大体２ヘ

クタールから２.４ヘクタールの中で配置を

して、５４と７２ホールのどちらのほうを望

みますかという御意見を聞いた中で、具体的

な動線、それから、利用者のレベルを考える

と、７２ホールが一番望ましいのではないか

という御意見をいただいた結果、今回の基本

設計の報告書としては、最終的に、５ページ

にございますけれども、ここに書いてござい

ますＳ型、７２ホールの整理をして、それに

伴うパークゴルフをやるための動線の整理と

か、それぞれのコースごとに面積をとれる量

なんかを比較して、今、整理をしているとこ

ろでございます。

一応、図面については、雑駁で申しわけご

ざいませんけれども、今説明したとおりでご

ざいまして、スカイスポーツ振興協会との協

議の経過については、今、資料をお渡しして

おりますので、経済部のほうから説明をして

いただいて、実際の航空公園の利用状況につ

いては、今、整理されたものがないので、口
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頭で申しわけございませんけれども、建設水

道部のほうから御説明をさせていただきたい

と思います。

よろしくお願いいたします。

――――――――――――――――――――

◎会議時間延長の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

もはや４時近くになりましたが、あらかじ

め会議時間の延長をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

――――――――――――――――――――

◎会議時間延長の宣告

○議長（古舘繁夫君） したがって、あらか

じめ会議時間の延長をすることに決定しまし

た。

――――――――――――――――――――

◎日程第２ 議案第１２号から

議案第４２号まで

（継続）

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 配付をさせてい

ただきましたＡ４判の１枚の資料に基づいて

御説明をさせていただきたいと思います。

オホーツクスカイスポーツ振興協会の変遷

等ということで、時系列的に記載をさせてい

ただいております。平成元年の５月、オホー

ツクスカイスポーツ振興協会の設立以降、先

ほどお話がありました総会関係につきまして

は、平成１６年６月に平成１５年度の総会を

開催、平成１６年の７月に１６年度の総会を

開催すると。平成１６年の９月に臨時総会を

開催されているというところで、一番下に書

いておりますけれども、平成１７年度以降、

毎年、数回にわたりまして総会開催の要請を

重ねてきておりますけれども、現在まで総会

開催には至っていないというところでござい

ます。

また、下段のほうに、平成２５年、近況の

報告等について記載をさせていただいており

ますけれども、２６年５月以降につきまして

は、先ほど説明をさせていただいた内容の記

載でございます。

以上、簡単ですけれども、御説明をさせて

いただきました。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 航空公園の

オホーツクスカイスポーツ振興協会の利用の

状況でございますが、平成２６年度でいいま

すと、主に使用されていて、実際に飛ばれて

いるのはラジコンであります。そのラジコン

の飛行の回数が４月から１０月までの間で６

回であります。そのほかの利用につきまして

は、ＵＬＰの機材整備、ラジコンの機材整

備、パラグライダーの機材整備であり、これ

は、堤内地の格納庫だとか、堤外地の航空公

園本体の部分で利用されているということで

届け出が出ております。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 簡単な図面をお示し

いただいて、結局は、こういう図面に基づい

て検討されてきたのだということにはなろう

かと思います。当然、これは、作業段階とし

ては避けて通れない図面だというふうに思っ

ています。

あわせて、道路を平行してつくれば費用が

大きいというお話もありました。多分、造成

費の段階では、既存のクラブハウス駐車場な

ども含めまして、総体として、５ページ目の

現在の構想というか、計画というか、これに

至る費用的な積算もあるのではないかなとい

うふうに思います。それは、厳密なものかど

うかは別にして、道路をつくるとしたら、ど

の程度の費用を確保しなければならないの

か、用地買収でどれぐらいかかるというよう

なことなどで、専門の方がいらっしゃるの

で、たちまちわかる部分もあるのかもしれま

せんけれども、いずれにしましても、設計図

を描かなくてもわかる部分も含めて、費用的

なものがもう一つこの裏側にあれば非常にわ

かりやすいというように思っていますが、当
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然、それはあるのだろうと思いますので、そ

この御説明もひとつお願いしたいなと思いま

す。

それと、オホーツクスカイスポーツ振興協

会が、平成１６年９月以来、総会が開かれて

いないというのは、これでわかります。

それと、平成２６年は、ラジコンが４月か

ら１０月に１０回ということで言えば、ラジ

コンを飛ばすのに滑走路は要らないだろうと

いうように思います。それで、滑走路がなぜ

必要かといったら、ウルトラライトプレーン

を飛ばすために必要なのだろうというように

思うのですが、この間、ウルトラライトプ

レーンが飛び立つというようなことはこの中

では見えていないのですけれども、要は、い

つから滑走路が使われていないということに

なるのでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 申しわけあ

りません。私のほうから、１点目のことで若

干答弁漏れがありました。

オホーツクスカイスポーツ振興協会以外に

も、例えば、美幌警察署だとか、ほかの団体

等でヘリコプターの臨時発着等の実績は各年

で約一、二回ずつございます。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 詳細な資料は持

ち合わせておりませんけれども、平成１６年

でスカイスポーツ関連の新年度予算凍結を決

定ということになってございまして、これ以

降、安全管理者が配置をされていないという

ふうに思っていますので、これ以降のフライ

トはないのではないかなと。ちょっと詳しい

資料を持ってきていないのでわかりませんけ

れども、そういうふうに思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 道路の新設のお話

でございますけれども、今回の基本設計をす

る中においては、道路の取りつけ部分の設計

についての検討結果というのは出てきませ

ん。

それはどういうことかといいますと、今

回、基本設計を発注するに当たりまして、要

は、どこまで整備エリアとしてやるかという

考え方、それから、航空公園の滑走路につい

て残せるのかどうかというような考え方、そ

れと、アクセスについてどういうふうに考え

るかということを事前に協議をさせていただ

きました。その中で、アクセスについては、

まずは、今の大正橋の出入り口というのは、

地域住民の苦情や交通事故の危険性があるか

ら新たな出入り口にはならないという考えを

整理させていただいて、最終的には、５ペー

ジの図面を見ていただきたいのですけれど

も、このエリアの中心に道路を１本つけたら

どうだという話を内部でいろいろさせていた

だきました。言うならば、道道北見美幌線と

網走川の堤防の部分です。

そうなると、メートル当たり１５万円ぐら

いかかるということがあります。それから、

ここは農地なので、農地法の手続とか、関係

法令とか、そういうものを全部加味すると、

相当な時間とかなりの金額がかかるという判

断をして、アクセスについては、スカイス

ポーツで使っている既存の出入り口を中心に

考えることが一番最良だということで、一つ

の考え方としては、河川敷地に入る新たな入

り口として、航空公園の出入り口を中心に検

討するというような整理をして、仕様にもそ

ういう記入をしました。

そういうことで、実際に報告の中では

ちょっと出てきませんけれども、当時、こん

な感じの金額ですよというか、正式なペー

パーではないのですけれども、試算した、計

算したもので一つの判断をしたというのが実

態でございます。

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 皆さんにお尋ねしま

す。

この教育費の中でまだ質疑をしたいという

ふうに思っている方がもしいらっしゃいまし

たら手を挙げていただければありがたいので

すが。
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〔挙手をする者あり〕

○議長（古舘繁夫君） お三方ですね。

――――――――――――――――――――

◎延会の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本日はこれで延会することに

決定しました。

――――――――――――――――――――

◎延会宣告

○議長（古舘繁夫君） 本日は、これで延会

します。

午後 ４時０３分 延会
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